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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和３年第３回美幌町議会定例会第２日

目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、４番髙橋秀明さん、５番木

村利昭さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

 昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君）〔登壇〕 私は、４

点について質問いたしますので、簡潔な答

弁をよろしくお願いしたいと思います。 

 最初に、除雪業務について。 

 除雪体制についてでありますが、令和２

年度美幌町の除雪計画によりますと、除雪

延長３７９キロメートルについて、直営と

民間７業者で市街地区を、直営と農村地区

９部会で郊外地区の除雪を行っておりま

す。 

 一斉除雪につきましては、降雪量が１０

センチメートル以上の場合や風雪・地吹雪

等による吹きだまりにより、通行に支障が

生じると判断した場合等の除雪出動基準に

従い実施されております。 

 一斉除雪は、深夜０時から実施されてお

りますが、日中は、美幌循環線、タクシ

ー、郵便配達車、ごみ収集車及び宅配貨物

自動車等が走行しており、除雪されていな

い道路をやっとの状況で走行しておりま

す。 

 また、救急車の走行にも支障を来してい

ます。 

 歩行者及び車両の往来が少なく、安全に

除雪作業ができる深夜０時からの一斉除雪

については理解しますが、生活などに欠か

すことのできない幹線道路、バス路線、通

学路線等について、日中でも積雪等の状況

に合わせて除雪すべきと考えますが、町長

の考え方をお聞かせください。 

 また、交差点の雪山についても、歩行者

や自動車等の運行に大変危険な状態が見受

けられます。道路の除雪後、交差点の雪山

を早急に解消すべきと考えますが、町長の

考え方をお聞かせください。 

 次に、２点目であります。 

 新型コロナウイルス感染症について。 

 新型コロナウイルス感染症のこれまでの

取組と今後の対策についてでありますが、

２月２日、国は新型コロナウイルス感染症

対策本部会議を開催し、１１都府県に発令

中の緊急事態宣言を、栃木県のみ当初期限

の２月７日に解除し、残りの１０都府県に

ついては、医療提供体制が依然厳しいこと
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などから、３月７日まで緊急事態宣言を延

長することとしたところです。 

 なお、２月２６日、６府県を解除し、現

在は１都３県の状況であります。 

 現在、北海道は対象地域ではありません

が、北海道独自の集中対策期間を２月１５

日までとしていましたが、新規感染者が減

少しているものの、医療体制の逼迫が続い

ているとして、対策期間を３月７日まで延

長することとしたところです。 

 その対策期間における具体的な対応とし

ては、札幌市や首都圏などへの不要不急の

往来の自粛などが要請されております。 

 これまで、町は、昨年３月から１２月ま

で、第８弾の新型コロナウイルス感染症対

策を講じてきましたが、それぞれの対策の

実施結果及びその対策の検証をどのように

されているのか、お伺いします。 

 また、令和３年度町政執行方針の新型コ

ロナウイルス感染症対策において、町長

は、新型コロナウイルス感染症から町民の

皆様の命と暮らしを守るため、私自身が闘

いの最前線に立ち、この難局を乗り越えて

いけるよう全身全霊を傾注するとあり、具

体的な対応策として、（１）ワクチン接

種、（２）相談・検査体制の確保、（３）

医療提供体制の確保、（４）感染防止対策

の徹底、（５）雇用の維持と事業の継続の

５項目がありますが、その具体的な内容に

ついてお伺いします。 

 次に、３点目であります。 

 令和３年度町政執行方針について。 

 財政運営計画の令和３年度予算への反映

についてでありますが、令和３年度町政執

行方針の町政執行の基本的な考え方で、令

和３年度予算編成に当たり、財政の状況に

ついて、歳入においては、生産年齢人口の

減少による町税等の収入の伸び悩みに地方

交付税総額の縮減が想定されていること、

歳出においては、社会保障関連経費等の増

大が避けられない状況にある中で、公共施

設等の整備や人口減少問題への対応に加

え、新型コロナウイルス感染症に係る対応

を求められていることから、町債残高の増

加と基金残高の減少が見込まれるなど、厳

しい財政見通しであるとしております。 

 このため、これまで以上に慎重な行財政

運営を意識しながらも、未来へつながる投

資を着実に実行し、将来にわたり持続可能

なまちづくりを推進するとともに、新型コ

ロナウイルス感染症対策に万全を期すこと

を念頭に置きながら予算編成に当たったと

ありますが、平成３０年２月策定の第２次

美幌町財政運営計画をどのように予算に反

映されたのか伺います。 

 次に、企業誘致活動についてであります

が、令和３年度町政執行方針の重点施策の

推進の（３）まちの資源や持ち味を活力に

換えていくまちづくりの工業分野におい

て、本町の特性を生かした企業誘致活動を

推進するとありますが、具体的な活動内容

についてお伺いいたします。 

 ４点目であります。 

 令和３年度教育行政執行方針について。 

 高等学校との連携・支援についてであり

ますが、令和３年度美幌町教育行政執行方

針の重点施策の展開の高等学校との連携・

支援について、昨年９月、北海道教育委員

会は、公立高等学校配置計画において、美

幌高校の１間口削減を示し、本年６月を目

途に削減学科を公表するとありますが、こ

れまでの取組と今後の対策についてお伺い

します。 

 以上４点、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 馬場議員

の御質問に答弁いたします。 

 なお、令和３年度教育行政執行方針につ

きましては、後ほど教育長から答弁いたし

ます。 

 初めに、除雪体制についてですが、１点

目の生活等に欠かすことができない幹線道

路、バス路線、通学路線等について、日中

でも積雪等の状況に合わせて除雪すべきに
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ついてですが、一斉除雪の深夜帯実施につ

いては、既にご理解をいただいているとこ

ろですが、幹線道路等を日中除雪する場合

には、道路の一時通行止めをしながら、各

交差点に堆積された雪を除雪する必要があ

ること、あわせて、進入車両や小中学生

等、歩行者の往来、重機の死角など、視界

不良の中での作業実施となり、大きな危険

を伴うことが予想されます。 

 以上のことから、今後においても、原則

として、深夜帯の一斉除雪で対応したい考

えであります。 

 しかし、これまでも救急車等の緊急車両

の通行については、美幌消防署と連携を図

っており、また、路線バス運行業者からも

随時情報をいただきながら個別に対応して

おりますので、ご理解をお願いします。 

 次に、２点目の道路の除雪後、交差点の

雪山を早急に解消すべきについてですが、

降雪の状況により、直営班で全町的に支障

のある箇所を調査し、排雪路線と角取り箇

所を整理し、順次解消しているもので、今

年の実施箇所としては排雪路線１４本と角

取り箇所約２９０か所を実施しておりま

す。 

 なお、今後においても、降雪状況により

除排雪が必要となる場合や大雨・融雪期の

路面整正など、各業者の皆さんにご協力を

いただきながら、随時対応してまいります

ので、よろしくお願いいたします。 

 次に、新型コロナウイルス感染症につい

て。 

 新型コロナウイルス感染症のこれまでの

取組と今後の対策についてですが、世界で

猛威を振るい、我が国でもいまだ収束が見

通せない新型コロナウイルス感染症であり

ますが、昨年２月に町の感染症対策本部を

設置し、感染の防止と町民生活、町内経済

への影響を最小限にとどめるため、多くの

施策を講じてまいりました。 

 御質問の１点目、各対策の実施結果及び

その対策の検証をどのようにされているの

かでありますが、各部局において実施結果

の検証及び関係団体や協力団体との協議を

行った後、町の感染症対策本部会議におい

て、引き続き対策が必要であると判断され

た事業について、令和３年度の当初予算と

して計上したところであります。 

 また、年度途中に必要な対策が生じた場

合には、その都度、補正対応により必要な

予算を計上する考えであります。 

 次に、御質問の２点目、町政執行方針に

おける、新型コロナウイルス感染症対策に

おける５項目の具体的な対応策であります

が、一つ目のワクチン接種につきまして

は、国から示されるスケジュールに沿って

安全、円滑にワクチン接種ができるよう、

美幌医師会の御協力を得て、接種体制の準

備を進めております。 

 町民の皆様が接種を受けやすいようにコ

ールセンターに業務を委託し、休日も含め

て午前８時から午後８時まで接種の予約や

問合せに対応できる体制を整備いたしま

す。 

 詳細が決定いたしましたら、優先接種の

高齢者から個別通知により接種の案内をす

る予定であります。 

 ２点目の相談・検査体制の確保でありま

すが、これまでも新型コロナウイルス感染

症に関する相談窓口として、保健師による

健康相談を行ってまいりましたが、今後

は、新型コロナワクチン接種に関すること

も含めて、町民の皆様からの健康に関する

相談に対応してまいります。 

 また、昨年１２月に美幌医師会が町内に

ＰＣＲ検査センターを開設しました。 

 これまで１４件のＰＣＲ検査を実施し、

全て陰性であったとお聞きしております。 

 引き続き、維持管理費について助成しな

がら検査体制の確保に努めてまいります。 

 三つ目の医療提供体制の確保であります

が、国保病院に設置しました発熱外来にお

いて、発熱患者の診察及び検査を引き続き

実施できるよう、体制の確保に努めてまい
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ります。 

 昨年３月に設置した発熱外来は、令和３

年１月末現在で２０４名が受診され、検査

を必要とする場合は、保健所によるＰＣＲ

検査、簡易検査キットを用いた抗原定性検

査、院内検査機器を用いた抗原定量検査の

実施など、段階的に検査を拡大し、実施し

てきたところであり、検査結果は全て陰性

となっております。 

 令和３年度予算では、これまでの検査体

制を継続するための費用や院内感染防止対

策に必要な資材として、防護服、フェイス

シールド、アルコール消毒用品などの購入

費用を計上しております。 

 四つ目の感染防止対策の徹底であります

が、役場庁舎をはじめとする公共施設や集

会室などの指定避難所は、不特定多数の方

が利用する施設であり、密閉、密集、密接

といった感染リスクが高くなりやすい環境

であると認識しております。 

 そのため、引き続き、手すりやドアノブ

等の消毒に必要な消毒剤やマスク、手指消

毒液等の衛生資材のほか、災害時における

避難所対応や各種事業等の受付の際に感染

リスクを低減させるための個人用防護具の

備蓄を行うとともに、必要資材が不足する

ことのないよう、管理を徹底いたします。 

 五つ目の雇用の維持と事業の継続であり

ますが、感染症の影響を受けている事業者

に対し、その活動を支えるための支援策を

講じてまいります。 

 具体的な事業内容としましては、切れ目

のない消費喚起と事業者支援のため、プレ

ミアム商品券２回分の発行と販路拡大など

に取り組む事業者支援のため、小規模事業

者持続化補助金を、また、新型コロナウイ

ルス感染予防に対応した店舗、事務所づく

りの推進のため、店舗等感染予防対策リフ

ォーム促進支援事業を令和２年度に引き続

き実施してまいります。 

 以上のとおり、必要な対策に係る経費に

ついて当初予算で計上しておりますが、町

民生活、町内経済への影響を注視しなが

ら、その時々で必要に応じた追加の対策を

しっかり講じてまいります。 

 次に、令和３年度町政執行方針につい

て。 

 財政運営計画の令和３年度予算への反映

についてですが、平成２４年度に策定しま

した第２次美幌町財政運営計画であります

が、平成３０年２月に一部改定、令和２年

３月に元号表記及び文言の修正を行い、現

在に至っております。 

 御質問の運営計画をどのように予算に反

映させたかでありますが、町では、平成３

０年２月の改定後、役場庁舎や消防庁舎、

屋内多目的運動場などの事業費に大幅な変

更が生じた場合に対応するため、令和元年

度及び２年度に中期財政試算を行っており

ます。 

 試算の結果、基金残高や実質公債費比率

に大きな変動がないことから、運営計画の

変更は行っておりませんが、令和３年度の

予算編成においては、令和２年１１月にお

示ししました中期財政試算における普通建

設事業費の一般財源額、地方債借入額、公

債費、主要３基金の残高などから大きく逸

脱することのないように注視しながら予算

編成を行っております。 

 令和２年度の中期財政試算と令和３年度

当初予算における比較でありますが、普通

建設事業費における中期財政試算の一般財

源額３億７,７３７万３,０００円に対し

て、令和３年度当初予算は３億６,３６３万

１,０００円、１,３７４万２,０００円の減

であり、地方債借入額、公債費、主要３基

金の残高においても、運営計画及び中期財

政試算の数値から大きく逸脱することなく

令和３年度予算を編成したところでありま

す。 

 今後も、新型コロナウイルス感染症に係

る対応に加えて、人口減少問題や社会保障

関連経費の増、公共施設の整備など、厳し

い行財政運営が予想されますが、その時々
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において、きめ細やかな試算を行いなが

ら、健全な財政運営の維持に努めてまいり

たいと存じます。 

 次に、企業誘致活動についてですが、本

町における企業誘致につきましては、今年

度、稲美工業用地内には、小麦や豆類の集

荷、卸販売を行う北海道グレインカンパニ

ーに進出していただき、旧北見東京電波跡

地には、衛星通信アンテナ建設のため、米

国グローバルスター社に町有地を取得いた

だいたところであります。 

 具体的な企業誘致活動内容につきまして

は、北海道東京事務所など関係機関及び団

体から情報収集を行うほか、町ホームペー

ジに稲美工業用地について掲載しており、

問合せがありましたら、利用可能箇所など

についてお答えしております。 

 また、今回のグローバルスター社のよう

に、稲美工業用地以外であっても紹介でき

るものがあった場合には情報提供をしてお

ります。 

 この地域には、農林漁業の揺るぎない生

産基盤があり、特に本町は、これらの関連

産業の集積、また、女満別空港から近く、

４本の国道と高規格道路の交通アクセスの

利便性、さらに災害の少なさなどの特性が

あります。 

 今後におきましても、この特性をＰＲし

ながら、一次産業の関連産業やアフターコ

ロナを見据えたＩＣＴ産業の誘致を目指し

て企業誘致活動を継続してまいりたいと考

えておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 馬場議

員の高等学校との連携・支援についての御

質問にお答えいたします。 

 昨年６月、北海道教育委員会が定める公

立高等学校配置計画案において、令和５年

度から美幌高校の１間口削減が示されまし

た。 

 これを受け、美幌高校を守る会による学

級減の撤回を求める署名活動が実施され、

８月２０日に北海道教育委員会の小玉教育

長を訪ね、１万４,４００人分の署名と請願

書を手渡しております。 

 その後、９月７日には、計画案のとお

り、令和５年度に１学級減、学科検討中の

内容が示されましたが、その決定時期につ

いては地域の検討状況等を勘案し、令和２

年度から３年度に先送りするとした計画が

公表されたところであります。 

 御質問のこれまでの取組と今後の対応策

でありますが、取組としては、オホーツク

管内を中心とした中学校訪問、中学生対象

のオープンスクール、中学校教諭と保護者

を対象とした学校説明会、総合的な学習の

時間を活用した高校教諭と先輩からの講

話、毎月発行の美幌高校だより「報徳の

風」を町内中学校の全生徒に配布、ＪＡび

ほろの広報誌「グリーンタイム」に美幌高

校に関するコーナーを掲載いただくほか、

以前に本町と親交のあった東京都日野市内

の中学校にポスターやパンフレット送付な

どを行ってきております。 

 一方、今後の対応策でありますが、まず

はしっかりと地域に美幌高校を取り巻く状

況を説明し、その上で、これまでの取組は

もとより、高校と一体となって町内中学校

への訪問をより強化しながら、オホーツク

管内の中学校訪問においても美幌高校の宣

伝を積極的に行う考えであります。 

 あわせて、令和３年度生徒募集より、地

域資源応用科の道外入学者枠が２名新設さ

れ、生産環境科学科と合わせた４名が道外

より受入れ可能となりました。 

 このことを契機として、全国展開する地

域みらい留学制度を活用した新たな取組を

進めていきたいと考えております。 

 今後とも、中学校の卒業者数が減少する

中で、生徒募集の確保は大変厳しい状況に

ありますが、地域の特色を生かした教育活
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動が進められていることを広くＰＲし、道

内外から一人でも多くの生徒に入学しても

らえるよう、北海道美幌高等学校教育振興

対策協議会や関係諸団体と連携し、美幌高

校の各種取組に対して引き続き支援してま

いりますので、ご理解賜りますようお願い

いたします。 

 以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） それでは、順次、

再質問をさせていただきます。 

 最初に、除雪体制についてでございま

す。まず、昨日積雪があり、深夜から除雪

作業等に従事された職員の皆様、関係者の

皆様、大変御苦労さまでございました。 

 今年は、これまでに大きな積雪が３回ほ

どありましたが、例年と比べて若干少ない

感じがします。町民としても例年よりは助

かっているかなと思います。 

 しかしながら、日中、雪がやんでいるに

もかかわらず除雪されていない道路では、

買物や病院などに行くのも大変な思いをし

ているところであり、多くの町民から、一

斉除雪は深夜帯ではなく日中にしてほしい

という声を聞きます。 

 答弁にありますように、日中、吹雪の中

では安全に除雪ができないことは理解しま

すが、過去においては雪がやんで視界がよ

い場合に、日中でも通学道路、大きな幹線

道路については１車線だけ空けていた記憶

があります。一斉除雪は難しいとしても、

せめて幹線道路だけ、これは民間でやるの

は大変ですので、忙しいとは思いますし、

交差点で交通障がいがありますけれども、

直営で幹線道路を１車線だけでも除雪でき

ないか、再度伺います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

からお問合せをいただきました、日中の幹

線道路の除雪についてでございますが、御

答弁をさせていただきましたとおり、やは

り安全の確保という面が非常に大きいと認

識しております。 

 一方通行で除雪ショベルのみを走らせる

のは、物理的には可能だろうという認識は

ございますけれども、日中の幹線道路は車

両の通行が非常に多い中、各部の交差点に

雪が堆積したままにすると、本日もそうで

したけれども、除雪をしない場合には３０

センチメートルを超える雪が交差部に残さ

れるという状況になります。そこを車両が

進入してくることによって、車両が乗り上

げてしまう、あるいは車両が損傷してしま

う、そんな心配もされるところです。 

 また、幹線道路沿いは、子どもたちを含

めて歩行者の往来も非常に多いという状況

がございます。降雪時は当然、視界不良に

なりますけれども、降雪がない状況でも重

機の死角はどうしても生まれる状況にあり

ます。そう考えると、安全の確保というこ

とで、交通誘導員を必ずつけて作業しなけ

ればならないことから、確かにがたがたな

路面でご不便をおかけする面はありますけ

れども、通行が可能な場合には深夜帯を基

本にしたいという考えでございます。 

 なお、日中の幹線道路の除雪というご要

望でございますけれども、確かに、他の市

町村で実施しているところもございます。

その市町村に確認したところ、やはり、事

故が非常に危惧されるという声は実際に聞

いてございます。また、運転するオペレー

ターからも、日中の除雪は危険が伴い、非

常に怖いという話も直接聞こえてくるとこ

ろであります。 

 実際に道内で除雪に関わる事故を調べま

したところ、道内の除雪に関わる死亡者は

今年は１２名発生しており、負傷者も４９

名出ているということを新聞報道で確認し

ております。 

 これは、除雪機に関わるもののほか、屋

根の雪下ろし等も含めての人数でございま
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すので、この人数が必ずしも除雪作業に関

連しているわけではないですけれども、実

際に他の町村において、今年の１月５日午

前１０時に除雪作業のために車両を移動し

ているときに、後ろに人がいるのに気づか

ずバックをしてしまって、雪山に挟まれ

て、その方が亡くなったという新聞報道も

されているところでございます。 

 そう考えると、安全面を十分考慮した中

で除雪をしたいという思いでありますの

で、基本的に深夜帯とさせていただきたい

ということでございます。 

 なお、通常の除雪以外で災害等について

は、随時対応をしていくものであります。

それについては、また別の判断ということ

でございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 以頭主幹がおっし

ゃるとおり、一番大切なのは安全だと思い

ます。一斉除雪ではなく、１車線だけ空け

ることによって、以頭主幹が言われたとお

り、交差点が雪山になって交通事故になる

といったことでありますけれども、例え

ば、昨日の状況を見ますと、私が帰るとき

もかなり雪が降っていて、通行するにもか

なり段差があり、今日の除雪にはかなり時

間がかかったと思います。 

 事故のことまで考えるということも確か

に重要です。交差点は誘導員をつけるとい

うことですけれども、そうではなく、例え

ば、個人で重機を持っている方がいると思

います。そういった方も利用しながら交差

点をやるという方法はいかがでしょうか、

お尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

からお問合せをいただきました個人で重機

をお持ちの方の利用ということでございま

すけれども、現在、除雪及び排雪業務をお

願いしている美幌町内の業者につきまして

は７事業者でございます。 

 その７事業者に除雪排雪をお願いしてい

るところですが、委託契約、単価契約、ま

た、安全等の説明をしながら、美幌町との

契約の中で実施しているものでございます

ので、民間の方だと、その方の御都合や実

施する場所など、その方によって都合が変

わってしまいますので、基本的に委託契約

をしている７事業者できちんと対応してま

いりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 繰り返しになりま

すけれども、ぜひ、町民の声として、昨

日、帰るときも非常に大変だったので、そ

の辺は今後も十分検討していただきたいと

思います。 

 次に、雪山の解消でありますけれども、

昨日も雪が降って、交差点については雪山

がすごい状態になってございます。やって

いることについては理解しますけれども、

ちょっと時間がかかっているのではないか

と思います。答弁にありましたけれども、

今後については、やはり一番優先するのが

通学道路ではないかと思いますので、登下

校時に大変危険な状態になっている通学道

路については、一日も早く除雪をしていた

だきたいと思います。 

 今後においても、原則として深夜帯の一

斉除雪で対応したいという答弁であります

けれども、積雪や天候の状況を判断して、

交通安全等に十分注意しながら、臨機応変

に除雪できないか、再度、町長の考え方を

お伺いします。お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 除雪の考え方につ

いては、今、担当から説明をさせていただ

いたとおりであります。基本的にというこ

とでご理解をいただきたいと思います。 

 私も、馬場議員が言われることは本当に

分かります。ですから、担当がいろいろと
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協議した中において、通行とか歩行の安

全、言うならば、重大な危険を及ぼす場合

には、今までも日中に対応してきておりま

す。ただ、いつもやれるかというのは、で

きないこともあるので、原則の話をさせて

いただいております。 

 担当としては、状況を見た上で、町民の

方々の通行に支障が生じると判断した場合

には、災害的な対応ということで、役場と

関わっている業者の方々に協力いただい

て、事故を起こさないようにやるというこ

とは確認しておりますので、そのようにご

理解いただきたいと思います。 

 雪山についても、今言われたように、ち

ょっと時間がかかっているのではないかと

いう認識については、私どもとしては、極

力解消する努力をしたいということで、ご

理解いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ２点目の新型コロ

ナウイルス感染症の対策についてお伺いし

ます。 

 町の感染症対策本部会議において、引き

続き対策が必要であると判断された事業に

ついて令和３年度当初予算に計上したとあ

りますが、令和２年度に実施した対策で、

令和３年度当初予算に計上されなかった主

な理由についてお聞かせください。 

 例えば、営業継続支援金、経営継続支援

金、公共交通事業者等支援事業、医療従事

者支援事業などについてお尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 私からは、お

尋ねの営業継続支援金並びに経営継続支援

金を新年度でなぜ予算計上していないかと

いう御質問でございます。 

 答弁書にありましたとおり、切れ目のな

い消費喚起並びに事業者支援というくくり

の中で、プレミアム商品券を２回発行して

いくということで、切れ目のない経済対策

を主眼に置いてございます。 

 そうは言いながらも、経営継続支援金と

いうことで、影響の大きい事業者に対する

支援は現在も引き続き検討してございます

が、令和３年度当初予算には計上してござ

いませんけれども、それは状況に応じて今

後しっかりと対応するよう検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解をお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 次に、去る２月１

２日、町長と全議員で新型コロナウイルス

感染症対策についての意見交換をしまし

た。 

 その結果、重複はありますけれども、全

議員から６６項目の提案をいたしました。

その具体的な項目については、私から５

点、飲食店、特にスナック等に対する家賃

等の固定経費の営業継続支援金の助成、

２、ＰＣＲ検査体制及び費用の助成、３、

保育士等への慰労金の支給、４、医療機関

等に対する医療従事者支援事業の実施、

５、大正金時及び小豆等の豆類の生産者に

対する支援の５項目と、ほかの議員から地

域公共交通事業者への支援、あるいはスタ

ンプラリーの実施、感染者が発生したこと

を公表した事業所に対する支援、感染防止

対策資材の備蓄など、本当に困っている町

民への提案がありました。 

 そこで、町長にお尋ねします。 

 町長は、私を含め各議員からの６６項目

の提案について、今後どのように対応され

るのか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ２月１２日に議員

の皆様からご意見をいただいたことについ

ては、感謝申し上げたいと思います。 

 先ほどの質問の中で、当初予算をまとめ

る段階で、はっきりできるものについては

当初予算で計上させていただいておりま

す。それ以外の部分については、対策本部
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会議の中で協議をしております。 

 その中で今考えているのは、大きく三つ

に分けて考えております。 

 まずは、緊急に対応すべき項目として何

があるか、それから、早急に新年度予算の

中で追加で出せるものがあるのか、それか

ら、ちょっと時間をいただいてもまだ施策

としてやれるものがあるのか、皆さんから

いただいたことをそれぞれの担当部局に全

部持ち帰って、今、何をどの時期にという

取りまとめをしております。 

 その内容について、今、ここでこれとこ

れというのはお示しできませんけれども、

そういう詰めをやっているところです。今

後につきましては、どの時期でということ

については、議員の皆さん、言うならば議

長と相談しながら、そのタイミングを皆さ

んにきちんと御説明して、不足とする対策

について実施する準備をしていきたいと思

っておりますので、ご理解をよろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 町長からの意見交

換というのは非常にいい話だと思っていま

すので、ぜひ６６項目について検討をお願

いしたいと思います。 

 次に、新型コロナウイルス感染症の５項

目の具体的な対応策についてですけれど

も、１点目、ワクチン接種について新聞等

でいろいろな情報が出ています。国からの

情報をしっかりと収集し、その内容を町民

にできる限り早く提供していただきたいと

思います。 

 ３月１日号の広報にもありましたが、今

後の住民周知について、具体的にどのよう

にされるのか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますけれども、まず、周知に

つきましては、個別の周知になります。接

種が近づきましたら、個別に受診券を送付

することになりますので、受診券と分かり

やすいパンフレットを同封しての周知を考

えております。 

 また、町広報、ホームページを通じての

周知のほか、例えば、高齢者等で分からな

いという方には、個別に民生委員等を通じ

て周知するなど、あらゆる方法を使って周

知をしてまいりたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 日々、状況が変わ

っていますので、いち早く情報提供してい

ただきたいと思います。 

 （３）の医療提供体制についてお伺いし

ます。 

 答弁にありますけれども、国保病院に設

置した発熱外来で検査を必要とする場合

は、保健所によるＰＣＲ検査や抗原定量検

査などを実施されております。 

 私のところに問合せがあったのですが、

例えば、身内のお通夜があって、どうして

も行かなければならないということで、不

安で検査を希望する町民がいた場合は国保

病院で対応できないか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問でございますが、国保病院といたし

ましては、あくまでも診療行為ということ

で、発熱の症状がある方を対象に検査をし

ていくということで、診療に関わるものと

いうことで検査をしていくという考え方で

ございます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） さきの町長との意

見交換会のときにも私から提案させていた

だきました。国保病院では患者さんもいま

すから、医師が判断した場合しかできない

というのは理解いたしますけれども、民間

でもできる体制もありますので、その辺に

ついては町長も検討していただけるという
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ことでありましたので、ぜひ民間のＰＣＲ

検査をした場合の助成についても検討して

いただければと思っております。 

 それから、２点目の最後に、町長の答弁

にありましたけれども、いろいろと状況が

変わっています。必要な対策に係る経費に

ついては、当初予算で計上しております

が、町民生活、町内経済への影響を注視し

ながら、その時々で必要に応じた追加対策

をしっかりと講じてまいりますということ

で御答弁をいただいていますけれども、や

はり町民の実態を把握し、後手の対策にな

らないよう、できる限り早めに、計画性を

持って対応していただきたいと思います。 

 ２点目についてはこれで終わります。 

 ３点目の町政執行方針の財政運営計画の

令和３年度予算編成についてでございま

す。 

 御答弁の中で、基金、地方債借入額、公

債費、主要３基金についての残高、公債費

比率については財政運営計画から大きく逸

脱することはないということでありますの

で、今後においても、財政運営計画に沿っ

て予算編成に当たっていただきたいと思い

ます。 

 そこで、２点ほどお伺いします。 

 第２次美幌町財政運営計画にあります

が、歳入における具体的方策で、新たな自

主財源等の確保に努めてまいるということ

でありますけれども、今回の予算編成に当

たって、新たな自主財源等の確保というこ

とで検討されたのかどうか、お伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ただいま御質問い

ただいた財政運営計画については担当から

説明させていただきます。 

 私からは先ほどの質問の中で、民間でで

きる検査、要は不安を感じている方々に対

する検査について、意見はいろいろいただ

いていますけれども、今、私どもとして

は、そこまで広げるという検討はしてござ

いませんので、そこを訂正というよりも、

今の私どもの状況をお話しさせていただき

たいと思います。 

 国保病院、他の病院においても、発熱等

の症状があって診療ということであれば受

診いただけますし、状況によっては発熱外

来、国保病院に行ってくださいという指示

で検査がされるということです。皆さんか

らいただいたＰＣＲ検査などを受けられる

体制をということについては、どういう

方々に対して町が支援するべきかというこ

とは、今、しっかり検討している状況であ

ることだけをお知らせいたします。 

 あとは、担当からお答えいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 先ほど御質問

いただきました歳入の方策について御答弁

を申し上げます。 

 自主財源の確保は、従来からの大きな課

題でございますが、なかなか厳しい状況に

ございます。ただ、昨日の令和２年度補正

予算でも御説明させていただきましたが、

ふるさと納税について、過去と比べまして

も、現在、伸びてきている状況でございま

す。 

 そういった中で、現在、特設サイトの最

終段階に来ておりますが、サイトもこの３

月末には完成する予定でございますので、

そういったサイトを活用して、広くふるさ

と納税の増収を図ってまいりたいと考えて

ございます。 

 いずれにしても、美幌町の歳入構造とし

て、大体４割しか自主財源がないという状

況であります。国の財政に大きく依存して

いる状況に変わりありませんので、そうい

った状況を少しでも回避できるようにあら

ゆる努力を重ねてまいりたいと考えてござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ぜひ、自主財源確

保について、これからも検討をお願いした
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いと思います。 

 もう１点、町長は町政執行方針でも、本

当に厳しい財政の見通しということを述べ

られています。 

 私も、過去に町長が就任したときに聞い

たことがありますけれども、歳出における

具体的方策で、令和２年３月の修正前に

は、特別職給料については行財政改革に取

り組む決意と姿勢を示すため、引き続き削

減しますということが第２次美幌町財政運

営計画にありましたけれども、令和２年３

月の修正で文言が削除されてございます。 

 前土谷町長や大庭町長は特別職給料は削

減していたと思います。町政執行方針でも

ありましたけれども、今後においても厳し

い財政の見通しの中、今後、特別職の給料

について町長はどういう考え方を持ってい

るか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 特別職の給与の削

減でありますけれども、前任の町長におい

ては自主的に削減をしてきた経過がありま

す。私はそういう考えを持っておりませ

ん。 

 今、町長として与えられた給与がもし高

いということであれば、それは皆さんから

意見をもらって、きちんと直すべきだと思

っております。 

 やはり、与えられた仕事を一生懸命やり

たいと思っています。そういった部分にお

いては、特別職の報酬を削減するというこ

ととは別だと思っています。与えられた報

酬においてしっかりやる、それに対して町

民の方からやれていないという意見が出た

ときには本俸を削減するという手続をしっ

かりしていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 時間でありますの

で、最後に１点だけ町長にお伺いします。 

 企業誘致活動について、昨年６月の定例

会での戸澤議員の質問で、グランドホテル

の跡地の問題について、関係団体と協議し

ながら宿泊施設の確保に努めるという御答

弁をいただきました。その後の取組につい

て、町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 宿泊施設の確保に

ついては、本当に喫緊の課題だという認識

はあります。しかしながら、現実はこのコ

ロナ禍においてなかなか動きが取れていな

い状況であります。 

 その当時も、今もそうですけれども、町

が直接ホテルを建設する考えは持っていな

くて、できるだけ民間の力をお借りして、

何らかの支援も含めて考えていきたいとい

うことは変わっておりませんので、これか

らもしっかりと努力していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これで、７番馬場

博美さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１１時１０分といたします。 

午前１１時０３分 休憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君）〔登壇〕 私から

は、峠の湯びほろについてと、町長公約の

進捗状況について一般質問をさせていただ

きます。 

 まず、峠の湯びほろについて。 

 峠の湯びほろの将来構想について。 

 令和元年９月定例会の一般質問におい

て、峠の湯びほろの将来構想について質問

をさせていただきました。 

 そのやり取りの中で、町長から、できれ

ばこの１年ぐらいの範囲で方向性は出した

いという思いはある。判断する一つの考え

として私の中で持っているのは、新たな投
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資をする時期と、それから、今、維持管理

をするためにどれだけ町が持ち出すかとい

うことの分析を私なりにもさせていただい

ている。委託会社にも、新たな提案の中

で、何ができるのかということをお願いし

ている。いずれにしても、私は、そんなに

時間はかける気は全くありませんと御答弁

をいただきました。 

 御答弁をいただいてから、はや１年が過

ぎました。現在の指定管理者との契約も残

り１年となりました。この１年間、十分検

討を重ねてきたことと思いますが、検討し

てきた経緯とその結果についてお聞かせく

ださい。 

 ２点目、町長公約の進捗状況について。 

 オフグリッド小規模ソーラー発電の推進

についてお伺いいたします。 

 令和元年６月定例会の一般質問におい

て、町長公約であるオフグリッド小規模ソ

ーラー発電の推進について、町長の考えを

お聞かせいただきました。 

 平成３０年９月のブラックアウトの教訓

から、各家庭において最低限の電力確保を

行う必要性と、その中で、オフグリッドソ

ーラー発電が有効と判断し、各戸設置を含

めた小規模ソーラー発電の推進をしたいこ

と。また、地元でそういうものを起業して

くれて、それを住民が設置した場合に、そ

れに何らかの支援をするとか、そういうこ

とができれば非常にいいかなというふうに

思っていると伺いました。 

 今年は、燃料不足と寒波、そしてコロナ

禍の影響もあり、全国的に電力の需給が逼

迫しているそうです。真冬にブラックアウ

トが起きたら、それこそ命に関わることと

なります。 

 私が質問してから、はや２年がたとうと

しています。この間、公約実現に向けて

様々な研究、検討を重ねてこられたと思い

ますが、オフグリッド小規模ソーラー発電

の推進に向けての２年間の成果と、いろい

ろな課題もあったことと思いますが、その

一端をご紹介いただければと思います。 

 また、公約実現に向けて、今後の取組方

についてお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 戸澤議員

の御質問に答弁いたします。 

 初めに、峠の湯びほろの将来構想につい

てですが、峠の湯びほろにつきましては、

年間１０万人以上の方に利用いただいてい

る町の主要な公共施設でありますが、昨年

来、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

による休業もあり、令和元年度は１０万人

を維持したものの、令和２年度は９万人ほ

どの入浴者数と見込まれております。 

 また、経営面においても、現在の指定管

理者は経費節減に努め、集客のためレスト

ランメニューの充実を図るなど、安定経営

に向け努力いただいておりますが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により、入

浴者数が減少し、厳しい運営が続いている

ところであります。 

 御質問の峠の湯びほろの将来構想につい

てでありますが、令和元年９月定例会にお

いて、戸澤議員より御質問をいただき、さ

らに検討を重ねていたところであります

が、新型コロナウイルス感染症拡大や、町

内温泉施設でありました、ＬＩＦＥ ＩＮ 

ＢＩＨＯＲＯが昨年８月で事業を休止する

など、状況が大きく変化しております。 

 このような状況変化はあるものの、施設

の老朽化が進んでいくことや、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響も見通せないこ

と、また、次期指定管理者募集時期も近々

であることから、早い段階で方向性を示し

ていきたいと考えておりますので、ご理解

をお願いいたします。 

 次に、町長公約の進捗状況について。 

 オフグリッド小規模ソーラー発電の推進

についてですが、日常の生活を維持する上

で、電源の確保は欠かすことのできないも

のであり、その供給が停止となった場合

に、社会的にほとんどの機能が麻痺してし
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まうことは、ブラックアウトの際に経験し

たところであります。 

 このことから、災害時における照明や携

帯電話の充電といった最低限の電源確保手

段として、蓄電池を備えたオフグリッド小

規模ソーラー発電が有効と考えていたとこ

ろですが、現実的には、冬期における暖房

や家電等の使用を視野に入れた取組の検討

が必要であり、その際、必要発電量の算定

や機器の規模などの課題が生じてきます。 

 一方、太陽光発電設備において、蓄電池

設置が標準となったり、プラグインハイブ

リッド車を利用した外部給電も実用化さ

れ、大容量の電源確保も可能となってきて

おります。 

 あわせて、家庭用蓄電池の性能向上や価

格低下が進み、簡単に確保できる状況とな

っており、家庭内において容易に多様な電

源確保ができるとともに、いろいろな手段

を講ずることが可能となっております。 

 今後におきましては、家庭内での電源確

保の紹介や、多角的な観点から、低コスト

で実用的な手段を研究してまいりたいと考

えております。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、峠の湯

びほろから再質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず最初に確認事項ですが、今年度予算

では、木質チップボイラーの天井耐火材交

換、そのほか脱衣室の棚修繕、ろ過操作弁

交換などを含めてですけれども、１,５００

万円くらいです。そして、来年度予算で、

１,２５０万円ぐらいをかけて、木質チップ

ボイラーの炉床、火格子の修繕、それから

脱衣室、西側の大浴場とかの修繕も含めて

ですけれども、そういう予算が組まれてお

ります。 

 昨年質問したときに、チップボイラーと

Ａ重油ボイラーを両方使っていますと。コ

ストはチップボイラーのほうが安上がりで

すけれども、故障が多くてなかなかフルで

使えないという答弁をいただいたのです

が、現状はどうなのか。 

 それから、将来構想がまだ不明確な時期

であり、来年度１,２５０万円、チップボイ

ラーの部分はもう少し安くなると思うので

すけれども、緊急で修繕する必要性がある

のかどうかについて、まずお答えいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） チップボ

イラーの件でありますけれども、チップボ

イラーにつきましては、今年度と令和３年

度におきましても、修繕、メンテナンス等

をさせていただきまして、いつでも使用で

きる状態であります。 

 ただ、現状としましては、チップのほう

がコストが高いということもありまして、

Ａ重油をメインで使用しているところでご

ざいます。 

 今後におきましても、メンテナンスを行

いまして、通常使用できるようにしてまい

りたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今、Ａ重油のほう

が安いと回答していただきましたが、私の

認識は逆だったのです。Ａ重油のほうが安

いのであれば、なおさら将来構想が分から

ない時期にチップボイラーを直す必要性が

理解できないのですけれども、緊急で直さ

なくてはならない理由が何かあるのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） チップボ

イラーにつきましては、導入当初、経費、

環境面などもありまして、導入しておりま

す。 

 今後におきましても、現在はＡ重油がメ

インでありますけれども、チップボイラー
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につきましても使用してまいりたいと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 峠の湯びほろを今

後もずっと使っていきますという観点であ

れば全然問題ないと思うのです。 

 ただ、まだどうなるか分からないという

時期に、緊急性がないのであればすぐに修

繕する必要はないと個人的に思ったので

す。この辺は、水かけ論になりますので、

置いておきます。 

 次に、経営面という観点で再質問させて

いただきたいと思うのですけれども、当

然、管理を委託している会社の方ともいろ

いろ協議されていると思いますが、集客率

を上げるためにいろいろな考え方があると

思うのです。 

 ２階を使って大宴会をやって、送迎がで

きるバスも調達するとか、そういうことを

やればお客さんが増えると思うのです。 

 例えば、バスを１０時、１４時、１８時

に走らせて、１０時に迎えに行って、昼ご

飯を食べて１４時に帰ってもらう、あるい

は、１４時に来ていただいて、夕ご飯を食

べてもらって１８時に帰ってもらうという

ように、温泉が好きだけれども、足がなく

てなかなか行けないという住民の方も結構

いると思うのです。 

 ワンコインバスについても峠の湯まで行

っていないという状況で、バスがあったら

集客率が上がるとか、レストラン機能もあ

りますので、２階に宴会スペースがあった

らもう少しできるとか、管理委託会社とそ

ういう話が出たのか出ないのか。また、２

階で宴会をするとすれば、そういうスペー

スがあるのかないのか。今すぐは無理だと

しても、町が持っているマイクロバスの更

新時期に古いバスを貸与することができる

のかどうかも含めて、いろいろな面で管理

者との話合いがなされたのかという観点に

ついてお話しいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 管理面について

は、指定管理をしていただいている業者と

担当で毎月の経営状況等を協議して、どう

いう状況かというのは全部お話ししていま

す。 

 私はその結果を見ていますし、その改善

方法について相手方とお話をさせていただ

いています。 

 今の御質問の中にあったレストランにつ

いて、答弁書にも書いてありますけれど

も、レストランを再開して、メニューも充

実させて、峠の湯全体で収入を上げるとい

う有効な手段ということで、当初はかなり

期待をしておりました。そのことによっ

て、２階はもともと畳だったのですけれど

も、カーペットを敷いて、椅子を置いて、

床に座らなくてもできるような形で宴会を

やってもらったりしていました。 

 しかし、残念ながら、今回のコロナ禍の

中でそういうことがなかなかできなくなっ

たというのが実態だと思っています。 

 また、光熱水費の削減についても、いろ

いろと知恵を絞りながらやっております。 

 先ほどの入浴者数を増やすということに

おいて、町のバスをそこに行かせてほしい

という話は具体的に出ておりません。逆

に、今までの経過を見て、ただでバスが来

てくれればいいのでしょうけれども、お金

をかけてまで入浴者数の確保をするか。 

 今、見込みで９万人ほどという中で、こ

れが５,０００人とか１万人単位で増えると

いうのであれば考えるのでしょうけれど

も、今は、大体９万人、１０万人を想定し

た中で、どういう形で収入を増やすかとい

うことに対して、設備の問題とほかの試

み、言うならばレストランを強化するとい

うことで進めているというお話を伺ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） ワンコインバスだ
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と往復利用すると２００円かかりますけれ

ども、町の古くなったバスを貸与して無料

送迎バスという形で出せば、一般のお客さ

んも宴会のお客さんも増えると思うので

す。そういう意見は出なかったということ

ですけれども、そういう考え方も一つある

と思います。 

 また、今、ＬＩＦＥ ＩＮ ＢＩＨＯＲ

Ｏが休業しているということですが、あそ

こは源泉が二つあるのです。ぬるい温泉と

熱い温泉があって、泉質も違うということ

で、それらを利活用して、峠の湯びほろに

来れば３種類の温泉が楽しめますよという

のもＰＲになると思います。 

 構造上、三つの温泉を浴槽ごとに分けて

入れるということは可能なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 浴槽の数でい

くと、三つは恐らく無理ではないかと思い

ます。大きな浴槽と薬草風呂と泡が出る浴

槽の三つがありますけれども、そこは系統

がありますし、循環ろ過もありますので、

そういうことを考えると、新たに一つ持っ

てきて足すというのは不可能ではないかと

考えております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 露天風呂もありま

すけれども、系統上は一つの温泉しか駄目

という理解でよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 現在、資料が

ございませんけれども、ろ過機能等を鑑み

ますと、１系統だと理解しております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） ＬＩＦＥ ＩＮ 

ＢＩＨＯＲＯの熱いほうの温泉は５０度か

ら６０度近くあったと思うのです。例え

ば、それを持ってきて、今の峠の湯の源泉

の温度はたしか３０度ちょっとぐらいだと

思うのですけれども、それを持ってきて混

ぜることによって、沸かさなくてもそのま

ま利用できると思うのですが、そういうこ

とは可能でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ＬＩＦＥ 

ＩＮ ＢＩＨＯＲＯと峠の湯では、恐らく

温泉の成分が大きく違うと思います。です

から、混ぜるということになりますと、成

分がどうなるかということがあろうと思い

ますので、困難ではないかと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 確かに成分は変わ

ると思いますけれども、成分が変わったか

ら温泉機能がなくなる、あるいは温泉と指

定されないということは多分ないと思うの

ですけれども、構造上は可能でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 後楽園の温泉を持

ってきたらどうですかという協議をいろい

ろさせてもらいました。 

 その中で、まず、温泉成分が混ざるのは

どうなのか。それぞれ許可があって、成分

も表示されている中で、それを混ぜること

は皆さん基本的にあまり喜ばないです。泉

質が違うということがはっきりしていると

いうことと、ひと頃、峠の湯では網走のホ

テルにお湯を売っておりましたが、逆に買

い求める場合に、湯船にぽんと入れて、ど

んどん足してあふれさせて入るということ

は、浴槽さえあれば可能かもしれないです

けれども、現実に不特定多数の方に入って

いただくためには、ろ過する施設とか、き

ちんとした設備を必要とします。 

 そういうことを考えると、単純にお湯が

あるからお湯を持ってくるということでは

なく、相手のところについては、温泉施設

があって、そこにお湯を入れることによっ

て、きちんとお湯が循環して、全て消毒滅

菌処理ができている中でお湯を買っていた

だいていたという状況であります。 

 ですから、ここにお湯があるからそれを
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こっちに持ってきて使うという、そんな単

純な話ではないということで、今、指定管

理をしていただいているところと何回か協

議をさせていただいています。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 次に、また違う観

点から質問させていただきたいと思いま

す。 

 指定管理料が年間１,３００万円というこ

とで、普通の施設であれば維持管理経費と

いう捉え方をしてもいいと思うのですけれ

ども、例えば、スポーツセンターですと、

年間の維持管理経費が約２,０００万円で

す。Ｂ＆Ｇ海洋センター、いわゆるプール

ですと１,７５０万円です。河畔公園運動広

場、パークゴルフとスケートで１,５７０万

円ぐらい、スキー場が１,３００万円ぐらい

ということで、指定管理料だけを比べれば

スポーツ施設と同じぐらいで、維持管理経

費については、先ほど言いましたように１,

０００万円以上かけているのですけれど

も、ほかの施設も修繕が必要なときには維

持管理経費を別個に組んでいますし、それ

と比べれば、多分とんとんなのかなという

気はします。 

 先ほどもありましたように、峠の湯の年

間の利用者は９万人で、多いときは１０万

人です。ほかのスポーツ施設は調べられな

かったのですけれども、そのぐらい利用が

あるところはないと思います。 

 また、現在、湖南荘がやめてしまって、

ＬＩＦＥ ＩＮ ＢＩＨＯＲＯも休業して

いるということで、温泉愛好家にとっては

行くところがだんだん少なくなってきてお

ります。 

 そういう中で、いろいろ意見を聞いて今

後どうするかということを検討した、ある

いはこれからもしていくと思うのですけれ

ども、利用者の意見をきちんと聞いたのか

が分からないのです。今まで、峠の湯の利

用者に意見を聞いて集約したことはあるの

でしょうか。あるのであれば、利用者の意

見の一端をお聞かせいただければと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 指定管理者と

私どもで協議はさせていただいております

が、利用者の方々から直接お声を伺う、あ

るいはアンケートをしたということはござ

いません。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） やはり、利用して

いる人の意見を一番尊重すべきだと思うの

ですけれども、決心するにしろ、継続する

にしろ、やめるにしろ、利用者意見は聞く

べきだと思いますけれども、その辺はどう

感じておられますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 利用されている方

が温泉を望むので、それを継続するという

ことは基本的に問題はないと思うのです。 

 そこで考えなければいけないのは、それ

を継続するために皆様のお金をどれだけそ

こに費やすかという、ここが問題だと思っ

ているのです。 

 答弁の中に書かせていただきましたけれ

ども、もうちょっと皆さんに時期を待って

いただきたいという思いで書かせていただ

いた状況であります。 

 当時、ふるさと創生の１億円のうちの半

分を使って、やはり美幌でも温泉が必要だ

という思いの中で、町が直接井戸を掘った

という状況の中において、私は美幌の中に

温泉施設は必要だという認識は今でも持っ

ております。 

 そういう中で、例えば、町がやっている

もの、民間がやっているものと考えたとき

に、仮に町が関わることによって、そこに

多額のお金を今後費やしていくことに対し

ていかがなものか、ある程度そのことを判

断しなければいけないと思いますし、それ

は議員の皆さんも含めた町民の方々に問わ
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なければならない。 

 皆さんがある程度のお金がかかってでも

いいと、温泉は何ぼお金がかかっても維持

すべきだという話であれば、それも一つの

判断かなと思っております。 

 実態をお話しさせていただきますと、光

熱水費、言うならば燃料代と電気代と水道

料を入れて大体３,０００万円かかっていま

す。 

 仮に１０万人の入浴客に５００円をいた

だいて、５,０００万円のうち３,０００万

円が光熱水費です。なぜかというと、やは

り温泉の湯温が低過ぎるというのが大きな

問題だと考えているのです。 

 ですから、この辺の解決を今まで模索し

ながら、加温をするための燃料費を軽減す

るために、当時、重油よりもチップボイラ

ーのほうが安いということがあって、国の

全額補助で入れました。 

 それは、環境に配慮したゼロカーボンと

いう発想でしたけれども、現実は、先ほど

担当からお話しさせていただきましたけれ

ども、重油のほうが安くなって経営をする

ということであれば、重油を多くたいたほ

うが安くなっているのが現状です。 

 そういうことをいろいろと整理しており

ますので、その中で１年たったということ

です。９月ですから、何とか次の指定管理

者を選ぶ１年前の作業となれば、９月とか

１２月までに今後の考え方はしっかり示す

ことができるのかなというのが今の状況で

ございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 一番経費がかかる

のが温度低下による加温だというお話をさ

れました。それもあるかもしれないですけ

れども、私は、施設自体が広過ぎて、冬の

暖房に一番かかっていると思うのです。 

 例えば、経費がかかるのであれば、最初

に建てるときはお金がかかるかもしれませ

んが、先ほど言ったように、いろいろな方

法で集客を増やして、最終的に全て入浴収

入等で賄えるというところまで持っていけ

れば、町のお荷物にはならないと思うので

す。ですから、そういう営業の仕方に持っ

ていけるような仕組みづくりにすれば、多

分、最初の投資だけで済むと思います。 

 次に、先ほど９月か１２月頃と言ってい

ましたけれども、来年３月までが指定管理

期間ということで、１２月に結論を出し

て、指定管理をやるといった場合はそのま

まできますけれども、３月いっぱいでやめ

ますといった場合に、指定管理者はそれで

は納得できないと思うのです。やはり１年

前ぐらいからお知らせしないとなかなか厳

しいと思うのですけれども、その辺はどう

捉えているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、指定管理をし

ていただいている指定管理者も多額の赤字

を抱えております。そのことについては、

本来であれば町が新たに補塡をするという

ことを考えなければならないのですけれど

も、それをどういうふうに解消するかとい

うことで、指定管理を受けていただいたと

きから私もいろいろと協議をさせていただ

いていまして、こういうことはできないの

か、これはどうでしょうか、設備的にはど

うなのかという話もさせていただいていま

す。 

 当時は、温泉が熱源としてしっかり保て

るということで、施設内は全て同じ系列

で、熱源として全て暖房も行っています。

それを切り離したくても切り離すには相当

の金額がかかったり、そういう施設として

の問題も抱えております。 

 これから維持管理をしていく中で、浴室

内の木製ドームは、造ったときは道内でも

非常にすばらしいという評判を得たのです

けれども、私が経済部長のときに改修をや

って、今後何年やるといったときに非常に

多額のお金がかかると。そういう投資も含

めて考えた場合に、今、維持管理をしてい
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ただいている方々の話と将来に向けてとい

う部分を並行して考えて、相手方について

は、一つの考え方として、こういう腹積も

りであるということは逐次協議をしなが

ら、例えばこれが改善できないとこういう

ことはなかなか難しいとか、そういう話を

逐次させていただいております。 

 ですから、正式にどうするという話まで

はしっかりとしていませんけれども、相手

方も私がどういうふうに考えているかにつ

いてはご理解いただいていると思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） また違う観点で質

問させていただきたいと思います。 

 ４年前、私が経済建設常任委員会にいる

ときに峠の湯を視察させていただきまし

た。外から見せていただいたときに、外の

コンクリートがこんなに崩れているのか、

中は大丈夫なのかなという認識を持ったの

です。 

 前回質問をしたときに石澤経済部長か

ら、平成２９年に実施した調査は、安全性

の観点よりも、施設の耐用年数を持たせる

ためにどのような改修が必要で、幾らくら

いの費用がかかるのかという調査だったと

答弁をいただいたのです。 

 例えば今、地震が来て、重たい丸太の天

井が落ちてこないかという心配もあるので

すが、そういった安全性の調査とか耐震診

断とか、やる必要性はあるのか。やめる

か、継続するか、決まっていない段階です

けれども、そういう調査は早急に必要では

ないのか。それをもって判断材料にもでき

るのではないかと思うのですけれども、そ

ういうことをやる計画はないのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今のところ、そこ

までは考えておりません。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 造られてから二十

数年がたっています。何年か前も天井のボ

ルトが落ちてきて改修もしています。人命

にも関わることですけれども、そういう耐

震診断を考えていないということは、もう

やめてしまうのかなという意識もありま

す。事故が起きてからでは遅いと思うので

すけれども、耐震診断をしなくて、本当に

大丈夫でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ただいまの御

質問の耐震という意味では、平成８年の建

物でございますので、耐震の基準は満たし

ている建物でございます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 耐震の基準を満た

しているということは、温泉の成分で腐食

が進むのも踏まえて満たしているという認

識でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、お話をさせて

いただきたいのは、耐震はどうかというと

ころでは、構造上基準を満たしている建物

だということであります。 

 ただ、日常的に使う中で、温泉施設です

ので、腐食があったり、そのことで設備と

か構造に影響があるものについては、指定

管理をしている方々に日常的にしっかり見

ていただいていると思っています。 

 例えば、この先年数がたった場合には、

どこかで検査はしなければならないと思っ

ていますけれども、先ほど言ったのは、今

の段階で検査をすることは考えていないと

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 耐震構造ではなく

ても、安全性です。要するに、天井からボ

ルトが落ちてきて、入浴者の頭に当たって
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けがをしたとか、そういうことは今のとこ

ろ考えられないという認識でよろしいでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） そのとおりでござ

います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） いずれにしまして

も、私の後にもお二人の方が峠の湯びほろ

について質問されますので、内容を少し残

しておいて、これで終わりたいと思いま

す。 

 次に、小規模ソーラー発電について再質

問をさせていただきたいと思います。 

 答弁の中で、太陽光発電設備においては

蓄電池設置が標準となったとか、プラグイ

ンハイブリッド車を利用した外部電源も実

用化されてきましたということでした。太

陽光発電をつけている家、あるいはプラグ

インハイブリッド車に乗っている家庭はま

だごく少数だと思うのです。大多数の方は

そういうものをほとんど利用できないとい

う環境の中で暮らしていると思います。 

 その中で、ブラックアウトになったとき

にどうすればいいのかということで、小規

模ソーラー発電という考えに至ったと思う

のです。暖房とか家電を考えたときにどう

なのかという御答弁がありましたけれど

も、暖房については、北海道はポータブル

ストーブを常備しておく必要性があると思

うのです。買っても１万円以内だと思いま

すので、冬期間にブラックアウトになった

ときには、外部電源を利用するよりもそう

いうものが有効ですよという周知徹底が本

当は必要ではないかと思うのです。暖房の

ことはポータブルストーブで対応したほう

が効果的であるという周知徹底のほうが有

効だと思います。 

 そういう観点で、ブラックアウトになっ

たときに何の電源が必要かと考えたとき

に、電気は懐中電灯でも何とかなると思い

ますが、やはり冷蔵庫です。冬場であれば

外に出しておけばいいかもしれないけれど

も、夏場だと中の物が腐ってしまいます。

あとは、情報を収集するためのテレビとか

ラジオです。ラジオは乾電池でできると思

うので、本当に小さい電源でいいと思うの

です。本当に小さい電源があって、冷蔵庫

とかちょっとした明かりが取れれば対応し

ていけるのかなという認識があります。 

 町長の御答弁では暖房ですとか大きな話

をされていますけれども、小さいものを各

家庭に普及させるというのが町長のイメー

ジではないのかと思うのですけれども、そ

の辺のお考えはどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、最初に提案

させていただいたのは、戸澤議員がおっし

ゃったように、ブラックアウト当時、スマ

ートフォンとか情報端末機器の充電がまま

ならなかったという状況があって、オフグ

リッドというか、小規模ソーラー発電の仕

組みをつくれればいいかなということであ

りました。 

 ですから、その当時にも小型発電機とか

いろいろ持っている方はいるのですけれど

も、夜中にエンジン音がうるさいとか、外

で発電したものを家の中に入れる場合、冬

はドアが閉められないとか、そういう問題

があって提案をさせていただいておりま

す。 

 答弁書の中では、大容量化に対応するも

のもでき始めたということで、当時のソー

ラー発電というのは、蓄電池は高くてほと

んどついていませんでした。それが今は標

準で蓄電池ですから、昼間に発電したら電

気業者に売って、それを夜は買うのではな

く、今は自分のところで使って、余った分

を売り買いするという状況になってきてい

ます。これが自由化されて、特定の業種の

北電などが買うということではなくて、ど

こでも売れることになって、状況は変わっ

てきております。 
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 そういった中で、本質は、今回ご紹介し

ていますけれども、家庭用蓄電池が非常に

普及し始めたということです。私も何個か

持っているのですけれども、小さなバッテ

リーパックを持っていて、それで充電もで

きますし、ちょっとしたテレビも見られま

すし、場合によっては大きいものでなけれ

ば冷蔵庫も使用できるというものがかなり

普及してきています。 

 値段は、容量によりますけれども、安い

ものであれば１万円ちょっとぐらい、大き

ければ５万円ぐらい出せば買えて、非常に

ＰＲしている状況の中では、ソーラーパネ

ルを設置して、蓄電池をセットで普及させ

るのはちょっと難しいかなと思っていま

す。 

 ですから、家庭用の蓄電池というものが

あって、そこには移動用のソーラーパネル

があって、それを買えば天気のいいときは

出して充電もできるという仕組みでありま

すので、それを紹介したり、やっていきた

いと思っております。 

 それと並行して、非常時には車が使え

る、要は、国なり世界の動きが電気自動車

の流れになってきた中で、当時もハイブリ

ッドカーについては１００ボルトの電源が

ついていたのですけれども、それに気づか

ない人がほとんどで、本当に困ったという

状況もあったので、そういうことをこれか

ら皆さんに理解いただけるようＰＲをして

いければいいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） オフグリッド小規

模ソーラー発電にはこだわらず、いろいろ

説明がありましたけれども、空気発電機と

か、水から電気をつくれたり、いろいろな

ものがあります。そういうものも含めて、

ブラックアウトのときには皆さんが対応で

きるように、そういう施策を推進していき

たい、そういうことで方針転換したという

認識でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） そのとおりでござ

います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 先ほど町長からあ

りましたように、今は無騒音発電機ぱかっ

とというものもありますし、空気発電機と

かもいろいろあるのです。 

 各世帯に早く普及させるためには、こう

いうものを買ったときに１００％ではなく

てもいいですけれども、補助金があれば各

家庭に浸透していくと思うのです。ブラッ

クアウトはいつ起こるか分からないので、

そういう装備品を各家庭に早くそろえるた

めに補助金を出す考えもあるという認識で

よろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 近隣でいけば北見

市等があるのですけれども、今までは太陽

光発電にどちらかというと補助する形があ

りました。今、蓄電池が非常に注目された

ことによって、新エネルギーとか再生エネ

ルギーという観点から、いろいろな補助制

度をつくっているところがあります。 

 北見市であれば、大きい太陽光の施設に

対して定置用蓄電池システムを置いた場合

にキロワット当たり幾ら出しますという補

助制度もありますし、ガスで発電した場合

には幾らの補助が出ますということで、北

海道はないのですけれども、いろいろな制

度を国とか、道内自治体で持っておりま

す。 

 ですから、そういうことを研究しなが

ら、電源確保のために皆さんの背中を押せ

るようなことを考えていきたいと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 電気の専門家であ

る町長の知識を行政に生かしていただくこ

とを期待しまして、私の質問を終わりたい
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と思います。 

○議長（大原 昇君） これで、１番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時１５分といたします。 

午前１１時５７分 休憩 

─────────────────── 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君）〔登壇〕 さきに通

告してあります観光政策について、２番目

として市街地活性化について、３番目とし

て交流促進センターの運営について一般質

問をさせていただきます。 

 １番目の観光政策について。 

 コロナ禍後の観光政策推進についてであ

ります。 

 数年前より、国主導の下、北海道におい

てもインバウンド政策に取り組んでおり、

施設整備にも事業費予算を増加してまいり

ました。 

 それに対して、観光事業者も積極的に新

規の観光事業開発や施設整備を実施してお

り、近隣では道東観光の代表と称される阿

寒摩周地域、知床網走地域が観光客増加に

向けた誘引策を計画し、既に実行していま

したが、このコロナ禍で、宿泊業を筆頭に

旅行業及び関連業種は大打撃を受け、深刻

な状況になっております。 

 この状況を即時に改善するのは困難と考

えますが、その中で観光関連報道等により

ますと、新たな旅行の在り方として、この

コロナ禍にあっても居住地近隣の地元観光

を楽しむ旅行が注目、報道されておりま

す。 

 また、ニセコ、富良野地区は、海外から

の投資が多く、観光地としてにぎわってお

ります。コロナ禍後、すぐに以前のような

海外旅行者の来訪は期待できないとして

も、国内旅行者の需要は以前より活発化す

るのではないかと考えます。 

 本町においても、コロナ禍後の国内需要

の動きを注視し、今後の観光政策を積極的

に考えなければならないと思います。 

 また、本町の最大宿泊施設であったホテ

ルがコロナの影響を受けて閉鎖となりまし

たが、観光と宿泊施設は密接な関係にあ

り、宿泊施設の誘致等は重要な課題と考え

ます。 

 今後の観光政策の具体的な取組をお示し

いただきたいと思います。 

 ２番目に、市街地活性化についてであり

ます。 

 コロナ禍後を見据えた商業市街地の活性

化についてでありますけれども、現在、コ

ロナ禍の中、業種に関係なく、ほとんどの

事業者は大変な経営を余儀なくされてお

り、それ以前にも、商店会の皆様からは厳

しい経営状況であると伺っております。 

 そのような状況においても、各商店会で

は、商店街全体のにぎわいを回復するべく

改善策を模索しており、町も商店街への人

の流れを重視したまちづくりをしなければ

ならないと考えます。 

 町としてコロナ禍後を見据えた具体的な

取組についてお示しください。 

 ３番目として、交流促進センター峠の湯

びほろの運営の方向性について伺います。 

 交流促進センターは、年間約１０万人の

利用があり、ここ数年は安定した利用者数

を維持しております。 

 経営維持という面から見ますと、業務委

託費と修繕費を町が負担していますが、そ

れでも委託先の収支は安定していない状況

と聞いております。 

 また、施設の老朽化に加え、長年にわた

り温泉井戸施設の不具合問題も抱えており

ます。 

 交流促進センターは、町外からの利用客

も多いと思いますが、何より町民の健康増
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進、保養、娯楽、触れ合いなどの保養厚生

施設であります。 

 今後の交流促進センター運営の方向性を

お示しください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 髙橋議員

の御質問に答弁いたします。 

 初めに、コロナ禍後の観光政策推進につ

いてですが、本町は美幌峠を中心とした見

る観光のほか、みどりの村キャンプ場やＲ

Ｖパークを活用し、アウトドア志向の高ま

りに対応してきておりますが、今年度は新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を受

け、観光客数が大きく減少いたしました。 

 また、町の一大イベントである観光和牛

まつりや夏まつり、冬まつりも新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響により中止とな

ったところです。 

 このような中ではありますが、新たに今

年度から地域おこし協力隊を任命し、アウ

トドアガイドの資格取得や新たな資源調

査、近隣ガイドとの連携によるスキル向上

を目指して活動しており、具体的には、マ

ウンテンバイク、ファットバイクを活用し

た体験型観光の開発などを行っておりま

す。 

 また、美幌地区３町広域観光協議会で

は、屈斜路カルデラ外輪山トレイルルート

整備調査事業に取り組んでいるところであ

ります。 

 御質問の今後の観光政策の具体的な取組

についてでありますが、令和３年度は体験

型観光をさらに加速させるため、レンタサ

イクル事業やサイクルイベントを新たに展

開し、サイクルツーリズムを推進するとと

もに、屈斜路カルデラ外輪山トレイルルー

ト整備調査事業につきましては、今後の整

備や維持管理についての検討を本格的に進

める予定であり、これらの体験型観光の推

進が本町の観光振興につながるものと考え

ております。 

 また、観光振興のためにも宿泊施設は重

要でありますが、当面、教育旅行を主とし

た、農泊・農村ツーリズムの推進や、町内

に増えつつある民泊を活用し、今後の新型

コロナウイルス感染症の影響の推移を見な

がら、宿泊施設の確保に努めてまいりたい

と考えておりますので、ご理解をお願いい

たします。 

 次に、コロナ禍後を見据えた商業市街地

の活性化についてですが、本町には四つの

商店街があり、中心市街地を構成しており

ますが、大型店の進出や町外への消費流

出、また、インターネットの普及による通

信販売の増加などにより、中心市街地の空

洞化が進んでいる状況にあります。 

 このような中、各商店街では独自のイベ

ントや情報発信等に取り組んでおり、事業

者の皆様の努力が伺えるところであり、町

といたしましても、昨年のコロナ禍の中、

新たに新型コロナウイルス対策商工団体等

持続化補助金により、商店街の取組に対し

て支援してきたところであります。 

 御質問のコロナ禍後を見据えた具体的な

取組についてでありますが、新型コロナウ

イルス感染症拡大による事業者支援としま

して、プレミアム商品券発行事業や小規模

事業者持続化補助金、また、店舗等感染予

防対策リフォーム促進支援事業を令和２年

度に引き続き実施してまいります。 

 また、従来からの施策であります連合商

店会へのイベント事業に対する補助やスマ

ッピーカードプレミアム商品券発行事業、

店舗リフォーム促進支援事業なども継続

し、事業者、商店街の活性化となるよう実

施してまいります。 

 今後におきましても、新型コロナウイル

ス感染症拡大の収束が見通せない状況にあ

りますが、引き続き、関係団体とも協議し

ながら、事業者・商店街支援を図ってまい

りますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、交流促進センター峠の湯びほろの

運営の方向性ですが、峠の湯びほろにつき
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ましては、平成８年のオープン以来、町民

の健康増進や観光、地域間交流の拠点施設

として、年間１０万人以上の方に利用いた

だいている町の主要な公共施設でありま

す。 

 入浴者数につきましては、令和元年度は

１０万人を維持したものの、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響による休業もあ

り、令和２年度は９万人ほどの入浴者数と

見込まれております。 

 また、運営方法につきましては、平成１

８年度から指定管理者制度を導入してお

り、現在の指定管理者は平成３０年度から

運営いただいております。 

 この間、経費節減に努め、集客のためレ

ストランメニューの充実を図るなど、安定

経営に向け努力いただいておりますが、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響により

入浴者数が減少し、厳しい運営が続いてお

り、加えて、施設につきましても老朽化が

進み、毎年多くの修繕費用が必要となり、

町の負担も多額となっているところであり

ます。 

 御質問の今後の交流促進センター運営の

方向性でありますが、さきの戸澤議員への

御答弁のとおり、峠の湯びほろを取り巻く

状況が大きく変化し、施設の老朽化や新型

コロナウイルス感染症拡大の影響も見通せ

ないこと、また、次期指定管理者募集時期

も近づいていることから、早い段階で運営

の方向性を示していきたいと考えておりま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 再質問をいたしま

す。 

 昨年２月より、コロナの緊急事態とな

り、平野町長においては、いち早く感染防

止のために、我が町ができる対策をとって

いただきました。そのことに対しては評価

をさせていただきます。 

 今後も手を緩めずに、コロナ収束に向け

ての有効な施策を期待いたします。 

 今後、順調にワクチン接種が進み、コロ

ナウイルスに対する生活様式が一般的にな

り、コロナ以前とは違った日常になろうか

とは思いますが、コロナ以前と同じ、ある

いは、それ以上に人の動きが活発になろう

かと思います。 

 報道等では、小旅行も含めて、旅行を楽

しみたいという意識が高いと報道がされて

おります。 

 今後の観光をどう展開していくのかとい

うことで質問をいたしました。 

 和牛まつり、夏まつり、冬まつり、これ

はコロナ禍後においては、以前と同じく、

それ以上に開催されるものと思っておりま

す。 

 その中で、さきの答弁にもありました屈

斜路カルデラ外輪山トレイルルートの整備

ですが、これは、阿寒摩周国立公園満喫プ

ロジェクトの一環として整備していると思

いますけれども、周辺では、ひがし北海道

三つ星街道トレイル、これはフードトレイ

ルだろうと思うのですけれども、隣の弟子

屈町では摩周・屈斜路トレイルが既に整備

運用されると聞いております。 

 現在、我が町が整備計画しているトレイ

ルルートの進捗状況がどのようになってい

るのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

御質問がありました屈斜路外輪山トレイル

ルート調査整備事業でありますけれども、

平成２９年度から美幌地区３町広域観光協

議会が事業主体となりましてスタートして

おります。 

 その後、平成３０年度、平成３１年度に

かけて、笹刈りをはじめ、ルートの調査等

を行っておりまして、今年度につきまして

は学習会等を開催しているところでありま

す。 
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 今年度、笹刈り等により調査道が藻琴山

から美幌峠、そして津別峠までつながって

開通しております。今後、開通した調査道

が本格的にルートとなり得るかどうかの検

討、また、ルートの維持管理について、ど

のようにしていけば長く使えるかなどを令

和３年度中に検討してまいりたいと考えて

おります。 

 その後、３年度置きまして、長いスパン

でどのように実施していくのか、いろいろ

なことを実施していくのか、併せて検討し

ていきたいと考えています。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） このトレイルルー

トは、山の稜線を屈斜路湖を見ながらトレ

ッキングをするコースだろうと思います。 

 私も、今は山登りをしていませんけれど

も、そういうものが好きな一人として、す

ばらしい計画だと思っております。 

 ただ、この計画そのものが、津別町、大

空町との共同整備と聞いております。両町

の協力をいただきながら、慎重にスピード

感を持って整備しなければならないと思い

ますが、今の答弁では、慎重に考えるとい

うことで、いつまで考えているのかなと思

ったのですが、ある程度の時間を決めて、

目標を立てて、計画をしていただきたいと

いう思いもあります。 

 弟子屈町のように、自分の町だけで完結

するのであれば、どんどん勝手にと言った

ら語弊がありますけれども、独自のコース

を開発できますけれども、３町をまたいで

やるということは、３町の合意の下でスム

ーズに事を運ぶということが大事だろうと

思います。その辺を踏まえて、現在の検

討、またこれからの方向性を改めてお伺い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） もともと

美幌地区３町ということで、美幌町、津別

町、大空町での取組ということで、実施し

てまいりました。 

 今後につきましても、基本は３町という

ことで、３年度中には、今後どうしていく

かということを本格的に検討してまいりま

して、３町共々同じ方向を向いて歩いてい

きたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） サイクルツーリズ

ム、グリーンツーリズムもそうなのですけ

れども、トレイルルートに関しての町長の

現在の思いをお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の御質問の中

で、屈斜路カルデラ外輪山トレイルルート

の状況については担当からお話しさせてい

ただきました。 

 今後については、本格的に３町でしっか

り検討するということですので、今、３町

の観光協議会のメンバーの中には町も当然

入っているのですけれども、美幌町として

は、津別町、大空町の首長と話をして、こ

の一つのルートがしっかり整備されるよう

に努力していきたいと思っています。 

 トレイルルートということでありまし

て、トレッキングというか、登山までいか

なくて、ハイキングよりもちょっと上とい

うことで、今までは美幌峠を見てすばらし

いということから、それはそれでいいので

すけれども、そこを拠点にして、少しでも

滞在してもらう、また、そこを中心に津別

峠に行く、藻琴山に行くという流れになっ

ていくように、そのことが滞在型観光の一

翼になればという思いもありますので、こ

れからその関わりについては、町として、

大空町、津別町とも協力し合って、行政も

しっかり応援していきたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） その辺のところは

十分考慮して、迅速に進めていただきたい
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と思います。 

 トレイルルートに関しては、津別町、美

幌町、大空町を突き抜けて小清水町までで

もいいのかなと私は思っているものですか

ら、ぜひ早くこの整備をしていただきたい

と考えております。 

 もう一つ、レンタサイクル事業というの

が先ほどの回答で出てきたのですが、アウ

トドア観光開発、また、サイクルツーリズ

ムの推進として、レンタサイクル事業、サ

イクルイベントを新たにとありましたけれ

ども、具体的な計画を実質どこが運営して

いくのか、現在のイメージで結構ですけれ

ども、教えていただきたいと思います。 

 これは、全道を含めて考えているようで

す。サイクルツーリズムに関しては、オホ

ーツク・道東地域では、大空町、美幌町、

弟子屈町、清里町、斜里町、小清水町、網

走市というルートを想定しているようです

けれども、具体的に美幌町として、どのよ

うな事業をこれから展開しようとしている

のか、教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

サイクルツーリズムの推進ということで、

令和３年度予算で計上させていただきます

けれども、現在、美幌町は構成員となって

おりますサイクルアドベンチャーオホーツ

ク推進協議会の負担金を、今年度は１００

万円ということで支出しておりますけれど

も、令和３年度は１３０万円増額して負担

いたしまして、そのうちの一部を美幌町に

おけるレンタサイクル事業等に充てて進め

ていきたいと考えております。 

 具体的には、サイクルアドベンチャー推

進協議会からＬＩＦＥ ＩＮ ＢＩＨＯＲ

Ｏをサイクルの拠点としたいと考えており

ますので、そちらに事務所を構えておりま

すまちづくり協議会に委託をさせていただ

きまして、その中で、レンタサイクル事

業、サイクルツアー、サイクルイベント、

また広域連携の構築などということで、こ

れらの事業について委託をしながら進めて

いきたいと考えております。 

 レンタサイクルにつきましては、初年度

でありますので、必要最低限の自転車によ

りましてレンタサイクルを実施しまして、

美幌町内のみならず、女満別空港の利用客

につきましても取り込んでいきたいと考え

ております。 

 また、サイクルツアーやイベントにつき

ましては、これから具体的なものを考えて

いくことになっておりますけれども、ツア

ーやイベントも単発のものだけでなく、何

回かに分けてイベントを開催するなど、年

間を通しまして楽しめるようなイベント等

も考えていきたいと思っております。 

 また、広域連携の構築ということでは、

自転車であれば隣町まで行くこともありま

すので、隣町とも連携しまして、レンタサ

イクルの乗り捨てなどにも対応していきた

いと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） レンタサイクル事

業、サイクルツーリズムをやろうというの

は分かりました。 

 先ほど１市７町をめぐるコースを提示さ

れましたけれども、これからの整備だと思

います。美幌町としてサイクルツーリズム

を推進していく場合に、美幌町内でも町独

自のコースというか、メニューを開発しな

いといけないと思います。そうしないと美

幌町を自転車で通り過ぎました、はい、終

わりということになろうかと思います。 

 イメージとしては、美幌峠から峠牧場、

古梅ダム、白樺並木、日並牧場、美幌川周

辺を回って、みどりの村までを利用したコ

ースを整備するとか、いろいろな方法が考

えられると思うのですけれども、サイクル

ツーリズムを道東全体で考えて、それぞれ

の町が独自のコースを整備して、その中で

ループで考えるということが大事だと考え

ます。 
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 その中で、清里町では既にレンタサイク

ル事業を始めていると思います。焼酎工場

の横にレストランを構えた交流施設があり

ますけれども、そこに何回かお邪魔したと

きには、レンタサイクルが１０台ぐらい用

意してあり、既に始まっているという状況

でした。 

 どこの協議会なり企業なりに協力しても

らえるのか、今のところは分かりませんけ

れども、そういうものを企画していくので

あれば、スピード感を持って、実際に何ら

かの形で実行していくということがきっか

けになろうかと思いますが、その辺の考え

をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

の御質問でありますけれども、まず、ルー

トの整備につきましては、今年度、サイク

ルアドベンチャーオホーツク推進協議会に

加入しておりまして、北見市、網走市、小

清水町、大空町、美幌町の２市３町で広域

で取り組んでいるものでありまして、サイ

クルルートについて設定をしております。 

 美幌町も当然設定しておりまして、国

道、道道をメインとして、何ルートか設定

しております。 

 そのルートにつきましては、サイクルア

ドベンチャーの事業としまして、ナビのア

プリがありまして、そのアプリを利用して

ルートを通ってもらうというふうになって

います。 

 また、この協議会には開発局なども構成

員として入っておりますので、国道につき

ましては、現在、案内看板等も整備してい

るところです。 

 今後につきましては、道道などについて

も案内看板等を整備していくことになって

おります。 

 また、先ほどお話ししましたとおり、３

年度に諸事業について取り組んでまいりま

す。美幌町は今年度からサイクルツーリズ

ムに取りかかっておりますので、３年度に

は諸事業を実施していきたいと考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今後、スピード感

を持って、それこそ迅速に計画を練ってい

ただきたいと思います。 

 もう一つ、さきの答弁の中から、グリー

ンツーリズムとして、農業体験型の農村ツ

ーリズムについてです。 

 今、みらい農業センターが中心となっ

て、農家の皆様方の協力によって、農業体

験、修学旅行生の誘致ということで頑張っ

ておられます。美幌町に見るように、農村

地区に関しては、この農業観光というのは

どんどん推し広めていくべきだと私も考え

ております。 

 ただ、現在、農家の人たちだけに頼って

いる状況です。当然、始めて年月が浅いも

のですから、そういうことは仕方がないと

しても、今後の取組として、観光客もそう

ですけれども、農業体験というのは、将

来、美幌への移住定住の最大の武器の一つ

になろうかと思います。 

 ただ来てくださいと言っても、なかなか

人が来るものではないわけですから、コロ

ナ禍において、今まで都会に集中していた

人を地方に分散することが国の課題となる

と国も言っているわけですよね。どうにか

して人口を分散したい。各町、これといっ

た手段や戦略が今すぐあるわけでもないで

すけれども、北海道の場合、農業漁業を体

験してもらって、美幌のよさを知ってもら

い、それが移住につながるという方向に持

っていかなければならないと感じていま

す。 

 そういう意味においては、農家だけに負

担をかけるのではなく、先ほど町長の答弁

にもありましたように、民泊が徐々に増え

てきているということであります。僕も、

民泊はどんどんやっていかなければならな

いと感じております。宿泊施設を考えて
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も、そうしなければいけないという思いも

あります。 

 グリーンツーリズムに関しては、農業体

験を高校生の修学旅行の一環としてやって

もらっていますけれども、これをまだ膨ら

ませて、昔やっていたと思うのですけれど

も、一坪体験農場とか、そういうものを含

めた全域的なものを企画して、グリーンツ

ーリズムをこの町独自で確立してはどうか

という思いもあります。 

 その中にみどりの村も含めて、キャンプ

場にはバンガローがあり、年間を通じて運

営できるわけですから、そういう農業体

験、それこそ冬のハウスの除雪も体験でき

るよという年間を通じた旅行企画も、体験

型観光として十分考えられるのではないか

と思いますが、町長としてどういう思いな

のか、お尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 全体の考え方とし

ましては、髙橋議員に言っていただいてい

るインバウンドと言われる、外国の方々の

お客さんは減少するし、なかなか見込めな

い。そういった中で、やはり国内の旅行者

の需要の見通しが増えるだろうということ

はそのとおりだと思うのです。 

 では、国の政策の中で都市から地方へと

いうことを考えたときに、私どもの町とい

うことでいけば、美幌町プラスこの地域が

と考えれば、グリーンツーリズムという

か、農業に関わるという一つのキーポイン

トが非常に有効なのかなと思っておりま

す。 

 都市から地方に来ていただくという一つ

の手法の中に、大きく分けてホテル等の大

規模な施設に来る場合と個々の民泊があり

ます。 

 その中で、私どもの一つの切り口とし

て、農泊という考え方の中で一つの施策展

開をさせていただいているという状況であ

ります。 

 それはしっかりとやっていく必要があり

ますし、今は教育旅行をターゲットにして

いますけれども、髙橋議員がおっしゃった

とおり、そこからもうちょっと幅を広げ

て、一般の方が来ることが今後の移住につ

ながるというのは、考え方としてはそのと

おりだと思っております。 

 そういう意味では、皆様と知恵を絞っ

て、ベースとして農業を体験していただく

だけでは、そこにとどまる時間としては非

常にもったいない。そういう意味からいけ

ば、先ほど質問があった、この地域という

か、美幌だけにこだわらないで、国立公園

があるということで、トレイルということ

ができたり、令和２年度から始めたサイク

ルツーリズムという、サイクリングをベー

スとした活動もいろいろなものをメニュー

立てて、しっかりやっていく必要があると

思っております。 

 アドベンチャー推進協議会も２市３町で

はありますけれども、どういうわけか、も

ともと美幌町は入っていなかったのです。

美幌町は、町内に雰囲気のいい畑もありま

すし、美幌峠まで行けるということで、そ

の協議会にも入れてもらって、そういう意

味では広がりを持たせたいという思いであ

ります。 

 ですから、今いろいろとご提言いただい

たことについては、私としても進めていき

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） この事業に関して

は、町長の思いを聞きましたので、これか

らしっかりと充実した内容のある企画とし

ていただきたいと思います。 

 それから、宿泊施設についてです。 

 コロナ禍のあおりとはいえ、グランドホ

テルの閉鎖は大変残念な出来事でありまし

た。今後の観光、ビジネスにとっても、イ

ベント上の問題としても大変残念なことで

ありました。 

 今後の展望として、ビジネスにも観光に
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も対応し得る宿泊施設の整備の方向性を考

えていただきたいです。 

 今、ホテル事業者等への企業誘致を考え

ているのか、もしくはそういう行動を起こ

しているのか、お尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ホテルに関しまし

ては、今、担当で、需要見込みということ

で事業所にいろいろとアンケートをさせて

いただいています。担当としては、ただア

ンケートに答えてもらうだけではなくて、

なるべくフェイス・トゥ・フェイスで相手

と向き合って中身を整理したいということ

で、精力的にやっていただいています。そ

れによって、美幌町に人が来る潜在的な動

向が少しは見えるのかなと思っています。 

 そのことも踏まえて、どういう宿泊施設

をということにつきましては、今、髙橋議

員がおっしゃったように、昔はビジネスホ

テルをつくればいいと思っていた時期があ

りました。しかし、今は近隣にそういうも

のが多いぐらいの状況があるので、先ほど

言ったグリーンツーリズムというか、農村

ツーリズムなどを実施する中において、民

泊ではない方が泊まってもらうということ

であれば、観光という、長期滞在等も意識

したホテルを建てていただくことを前提に

行動しなければならないのかなと思ってい

ます。 

 今のところ具体的に行動を起こしている

ということはありませんが、知り合いにい

ろいろと連絡を取らせていただいて情報収

集をしているところであります。 

 ある意味では、この時期にという捉え方

をされるのですけれども、親しくしている

方の新聞記事を参考にさせていただけれ

ば、大西さんという方をご存じだと思いま

すけれども、要は、この時期だからこそ、

これからの観光について、実際に観光業を

やっている方々の一つの展望として彼が言

っているのは、やはり、国内外で人気の高

いアドベンチャートラベル、体験型観光を

地域ぐるみでやらなければいけない、それ

は本当にそのとおりだと思います。そし

て、弾丸旅行ではなく、ゆったりとした上

質な旅を楽しんでもらうリゾート化がキー

ワードになる。そして、今だからこそしっ

かり備えて、準備ができるということで

す。ばたばたと動き出してしまったらでき

ないけれども、今だからできるので、そう

いうことをやっていかなければならないと

インタビューで答えていました。 

 私も本当にそう思っていまして、コロナ

禍ではあるのですけれども、自分も少し動

ける状況になってきていますので、しっか

りと体験型観光の準備や新たな取組に挑ん

でいきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、大西さんの名

前が出てきたのですけれども、僕も古くか

らお世話になっている会社でもあります。

あそこに関しては、最初に関わったときに

は、それこそ安い客しか来ないようなホテ

ルだったのですけれども、大西さんが営業

切替えをして、今は日本有数の高級ホテル

に育て上げております。さらに、観光カリ

スマとして、政府の諮問委員の一人にもな

っているわけで、この満喫プロジェクトの

立て役者というか、企画している中心と理

解をしております。町長は、そういう人と

も関わりがあるわけで、そういうことで話

題を提供してくれたのだろうと思います。 

 ただ、美幌町にリゾートホテルなんてと

ても無理な話であります。周辺にビジネス

ホテルがあるとは言いますけれども、美幌

町に来た仕事関係の人たちは、どうしても

北見市、網走市に行ってしまいます。飲食

店に関してもそうです。これはもったいな

い話です。 

 そういうことも含めて、やはりビジネス

ホテルも整備しなければならないのかなと

考えております。 

 経済新聞だったでしょうか。その中で、



 

－ 101 － 

これはビジネスではないのですけれども、

名古屋市で高級ホテル誘致に２０億円補助

制度と書いてありました。横浜市では、３

年ぐらい前から５０億円助成というのがあ

りました。美幌町でこれをまねしろといっ

たって、こんな金額が出るわけないですけ

れども、誘致をするという前提において

は、営業するにしても、ある程度有利な措

置を考えておかなければ誘致の話に乗って

きてくれませんので、ある程度、そういう

措置は大事なのかなと考えます。 

 土地を無償提供するなりということも考

えられます。建坪１坪に対して何万円の補

助ということも十分考えられると思います

けれども、そういう優遇措置について、宿

泊施設に関してだけにとどめておきますけ

れども、今回、衛星アンテナの建設があり

ましたが、ああいうふうにすんなりと決ま

る誘致がこれからはそうそうあるとは思え

ませんので、やはり誘因策を考えておかな

ければならないと考えていますので、その

辺を町長にもう一度伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 宿泊施設を誘致す

るに当たって、今、髙橋議員がおっしゃっ

たように、ただ来てくださいではなかなか

難しいと思っています。 

 そういった中で、町としても皆さんと御

相談しながら、どういう方法がいいのかと

いうのは、前にも質問をいただいていまし

て、そのときにもいろいろなことを考えて

いくというお話をしています。担当で、こ

ういう案がありますということが内部では

示されていますので、あとは、可能性があ

るところにどういうふうに声をかけていく

か、話をまとめていくかということにしっ

かりと努力していきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） よろしくお願いい

たします。 

 時間がなくなってきましたので、あと１

点、市街地活性という意味で、コロナ禍の

対策としては、プレミアム商品券の発行、

商店、企業への各種支援策、迅速な対応を

されていることは高く評価すると先ほど述

べました。 

 先日、町長より、議会にコロナ対策で考

えられるものはないか、議員それぞれの意

見を欲しいという問いかけがあり、２月１

２日、６６項目の意見が寄せられたわけで

あります。 

 その中で、私は商店街の皆さんが計画し

ている４商店街合同企画のスタンプラリー

事業を提出いたしました。商店主の皆さん

は、プレミアム商品券やほかの支援策は十

分評価されているようでありました。 

 そこで、さらに消費者に喜んでもらえる

企画として、スタンプラリー事業を計画し

たいとの意向を受けました。これは、商店

街のにぎわいの起爆剤として有効であると

確信いたしますので、できれば事業として

取り上げていただきたいと思うのでありま

す。 

 内容は、簡単に言えば、１店舗５００円

以上の買物でスタンプ１個、５店舗５スタ

ンプそろえば先着で５００円の商品券がも

らえるというものであります。そのほか、

抽せんでお楽しみ商品券が当たるというも

のであります。 

 聞くところによりますと、今まで、この

ような４商店街合同で同一の企画を実施し

たことがないとのことでありましたが、コ

ロナ禍の危機をひしひしと感じ、若手の商

店主の皆さんが一致団結して、合同でこの

ような事業を進めようとするものです。 

 もちろん、これは一過性の事業ではな

く、今後、目玉事業として長く続けようと

計画しているようであります。 

 この事業を取り上げていただきたいので

すけれども、町長のお考えを伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ２月１２日に、皆

様からご意見、ご提案等を６６項目いただ
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きました。その項目の一個一個について、

する、しないという判断ではなくて、いた

だいた意見をしっかり考えた中で、今、ど

ういうものを町民の皆さんに提示すること

が、実施することがいいのかということを

再度皆さんに判断していただく機会をつく

っていきたいと思っています。 

 そういう意味では、今、髙橋議員がおっ

しゃった項目についてはしっかり受け止め

たいという答弁でお許しいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 十分、真剣に考え

ていただきたいと思います。 

 最後に、先ほど戸澤議員の質問にもあり

ました峠の湯の問題であります。 

 これは、町長も頭の痛いことだろうとは

思います。ただ、町民の保養、娯楽の場と

して当然必要なものと考えております。と

はいえ、現在、指定管理されている方がい

て、指定管理費、維持費、修繕費も町で見

ていますけれども、それでも多額の赤字を

抱えながら頑張っていただいているという

のが現状かと思います。これをずっと続け

るのは大変なことだろうと思いますけれど

も、峠の湯を続けるにしても、源泉のお湯

が安定して出てこその温泉施設だと思いま

す。 

 さらに、湯量、温度が関係してきます。

仮に５０度、６０度のお湯が毎分２００リ

ットル出たとした場合、重油換算で、全部

を完全に有効利用したとした場合には１,０

００万円以上の経費削減が期待されるもの

であります。温泉の安定したところを優先

的に考えてもらったほうがいいのかなとい

う……。 

○議長（大原 昇君） 髙橋議員、時間で

ありますので、そこで終えていただきたい

と思います。 

 これで、４番髙橋秀明さんの一般質問を

終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１４時２５分といたします。 

午後 ２時１６分 休憩 

─────────────────── 

午後 ２時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私

は、教育行政について、３点質問いたしま

す。 

 まず一つ目は、ＧＩＧＡスクール構想の

学校現場の現状について、二つ目は、端末

機導入後の運用をめぐる課題について、三

つ目は、病気休職者に対する相談窓口の整

備についてということで質問をいたしま

す。 

 まず最初に、ＧＩＧＡスクール構想の学

校現場の状況についてですが、２０１９年

１２月に閣議決定された令和元年度の補正

予算において、児童生徒向けの１人１台端

末と高速大容量の通信ネットワークを一体

的に整備するための経費が盛り込まれ、２

０２０年からスタートした新学習指導要領

により、デジタル社会に対応する教育改革

が推進されています。 

 また、統合型校務支援システムをはじめ

としたＩＣＴの導入、運用を加速すること

で、授業準備や成績処理等の負担軽減にも

資するものとして、学校における働き方改

革にもつなげていくことを掲げています。 

 全国の小中学校では、ＧＩＧＡスクール

構想で整備された１人１台の端末が続々と

子どもたちの手にわたり始めており、学校

現場では様々な試みが始まっている一方

で、これまで直面したことがない課題も出

てきているようです。 

 今後、ＧＩＧＡスクール構想をどのよう

に進めていくべきかが喫緊の課題ではあり

ますが、多くの教員にとって、オンライン
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学習とは未知の領域であり、その効果的な

展開は容易ではなく、その準備や実践に悩

む教員も多いと言われています。 

 今後、加速するＩＣＴ教育に対応するた

めには、特に教員側のＩＣＴ能力の向上が

求められますが、本町の学校現場の現状と

オンライン講座を含めた研修の考え方につ

いてお示し願います。 

 二つ目、端末導入後の運用をめぐる課題

について。 

 端末導入後の運用をめぐっては、様々な

課題が指摘されています。一つ目は、端末

の保管方法によっては、使う時間により準

備の時間が長くなることもある、二つ目

は、機器のトラブルの対応について、三つ

目は、必要なデジタル教材の購入、四つ目

は、５年後の更新や修繕費を見越した更新

計画の作成など、導入後の保守管理に相応

の技術や対応時間が必要であることが見過

ごされてしまうリスクもあります。 

 これらの課題について、どのように認識

され、対応していくのか、考えをお示しく

ださい。 

 ３点目は、病気休職者に対する相談窓口

の整備について。 

 昨年度、鬱病など心の病が原因で休職し

た教職員は、全国で過去最多の５,４７８人

にも上り、教職員全体の０.５９％であった

ことが文部科学省の調査で明らかになって

います。 

 精神疾患による休職者は平成３０年度か

ら増加しており、教職員に占める割合は平

成２１年度に次いで過去２番目に多い状況

となっています。 

 学校における業務量の増加や学習指導要

領の複雑化に加えて、新型コロナウイルス

に対応しながらの職務が精神的な負担につ

ながっているとの懸念もあり、教育現場で

の働き方改革が急務となっています。 

 勤務時間の管理はもとより、健康相談窓

口を整備する必要があると考えますが、本

町の実態と対応についての考え方をお示し

ください。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 坂田議

員の御質問にお答えいたします。 

 近年、ＩＣＴ教育が標準的な学習形態と

なり、本町もこれまで実物投影機や教師用

タブレット整備などに取り組む中、令和時

代のスタンダードとして、１人１台端末の

ＧＩＧＡスクール構想が打ち出されたとこ

ろであります。 

 御質問の１点目、学校現場の現状とオン

ライン講座を含めた研修の考え方でありま

すが、令和３年度より、町内全ての児童生

徒と教員に端末が行き渡るよう準備を進め

ております。 

 とりわけ、教員においては、端末の取扱

いなどをいち早く習得する必要があるた

め、先月より学校ごとに教員対象の端末導

入研修基礎編・応用編や電子ドリル教材導

入研修など、実際に講師を招いた研修に取

り組んでいる状況にあります。 

 あわせて、道内外の教育機関より、運用

上の様々な事例がオンライン研修として配

信されていることから、このような取組に

ついても各学校に周知しながら、教員の能

力向上に努めているところであります。 

 端末利用の授業はこれからスタートしま

すが、教員が端末の取扱いを理解すること

が何よりも優先されるため、令和３年度に

おいても、専門業者によるヘルプデスクを

設置するほか、十分な校内研修の機会を設

けるなど、継続した支援に取り組んでまい

りますので、ご理解願います。 

 次に、２点目の端末導入後の運用をめぐ

る課題でありますが、①の端末の保管方法

については、クラスの人数分を一括収納で

きる電源保管庫を各教室に設置することか

ら、準備に多くの時間を取られることは少

ないものと考えております。 

 ②の機器のトラブル対応については、今

後、使用する中で、様々な事態があると思
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われますが、まずは授業担当の教員が対応

することを前提としながら、トラブルを回

避できない場合について、ソフト面は前述

のヘルプデスクの利用、ハード面は予備端

末を用意して、適宜対応することとしてお

ります。 

 ③のデジタル教材の購入については、令

和３年度において、デジタル教材の電子ド

リル、ｅライブラリーを購入するほか、既

存の教科書に登載のＱＲコードの活用など

を考えており、以降の教材整備におきまし

ては、他の活用事例等を参考にしながら取

り組んでいきたいと考えております。 

 ④の更新計画の作成については、これま

でも本町のＩＣＴ機器整備計画に基づき年

次的に整備しているものであり、今後にお

いても同様に考えております。 

 以上が課題への対応となりますが、日頃

から学校と教育委員会においても円滑な端

末運用に努めてまいりますので、ご理解願

います。 

 次に、３点目の健康相談窓口に係る実態

と対応でありますが、現在、町内の学校で

は休職者はおりませんが、道内では病気休

職者のうち、精神疾患者は約６４％を占め

ており、看過できない状況にあります。 

 発症要因は様々でありますが、学校現場

は、児童生徒、保護者、教職員など、多く

の人間関係が絡み合う職場であり、特に本

年度は、新型コロナウイルス感染症対応の

職務が精神的な緊張や心身の過度な負担に

つながるなど、その多種多様な対応が心の

健康バランスを崩す一因にあるものと考え

ております。 

 本町では、これまでも管理職による教職

員との面談のほか、教職員同士のサポート

体制など、職場環境の充実に加え、本年度

よりスクールカウンセラーを配置し、中学

校を中心に生徒や保護者のみならず、教職

員の相談体制づくりに努めているところで

あり、令和３年度からは小学校にもスクー

ルカウンセラーを配置した中で、相談窓口

体制を強化していきたいと考えておりま

す。 

 今後とも、教職員の言動や身体不調な

ど、小さなサインを見逃すことのないよ

う、校内体制の充実に努めてまいりますの

で、ご理解賜りますようお願いいたしま

す。 

 以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） それでは、Ｇ

ＩＧＡスクール構想から再度質問させてい

ただきますが、ＧＩＧＡスクール構想の取

組については、教育長の執行方針にも示さ

れておりますので、十分理解をしていると

ころです。 

 オンライン授業やテレワークの存在は、

新型コロナウイルスが流行する以前から、

既に導入されている学校や塾、会社もあり

ましたが、今回、緊急事態宣言が出され、

外出自粛の要請で不要不急の外出ができな

くなったことで、通学が止まり、教育や経

済は大きな停滞を余儀なくされました。 

 これまで、オンライン授業を行う学校は

それほど多くなかったため、オンライン授

業に対するノウハウがほとんどありません

でした。 

 前倒しされたＧＩＧＡスクール構想につ

いてはメリットもありますし、デメリット

もあるのは十分承知しておりますが、ＩＣ

Ｔを活用して、どんな教育を目指すのか、

授業づくりが始まるのか、また、ビジョン

やロードマップを作成しないまま整備を進

めてしまった自治体も数多くあると聞いて

おります。 

 学校現場で活用するには、準備不足とい

う思いもありますが、今回、整備されたＩ

ＣＴ機器を有効に活用するためには、現場

の先生方の創意工夫がとても大切になって

くると感じているところでございます。 

 そうした先生方の創意工夫を見守るよう
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な胆力を持って、教育委員会はサポートに

努めてほしいという思いが強くあります。 

 そこで、教員を対象に端末導入研修に取

り組まれているようですけれども、日常的

に多忙な仕事の中で研修時間がきちんと保

障されているのか、そういう体制を作って

いく必要があるのではないかと感じます

が、その点についてはいかがお考えでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 教職員の研修の

関係でございますが、１回目の答弁でも申

し上げましたとおり、先月から研修を随時

やっているところでございます。 

 せんだって、私も担当主幹と担当と小学

校の研修に同席させていただきました。 

 ２回目の研修ということで、最初は、年

配の先生方は視力の衰え等もございますの

で、眼鏡をかけたり外したりということが

ありましたけれども、中盤になってきまし

たら、日頃からｉＰａｄなどのＩＣＴ機器

を活用しているということもありますの

で、比較的すんなりと講師のやっているこ

とが入っていると感じました。 

 また、若い先生は日頃からスマートフォ

ンなどを活用して育った世代ということも

ありますので、非常に飲み込みが早く、周

りの先生方にも教えていて、教員相互の研

修体制がグループ的にも確立されていると

思ったところでございます。 

 また、研修時間の確保でございますけれ

ども、４月から本格導入ということであり

ますので、学校一体となって、管理職、教

員ともに危機感を持って、なんとしてもも

のにしていきたいという思いでありますの

で、管理職が中心となって、研修を受けや

すいよう配慮して、時間をつくっていると

いう状況でございます。よろしくお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 今答弁いただ

いたように、教育長自ら各学校に赴いて、

研修内容をしっかり見守っているという点

では、すばらしいなと思っています。 

 ただ、今お話があったように、先生方の

中でも若い先生と年配の先生で、飲み込む

時間、いろいろな操作をする時間もかなり

差が出てくるだろうと思うのです。 

 そういうところはきちんとフォローして

いかなければ、この先生はできるけれど

も、こっちの先生はいまいちということに

なると、学校全体のばらつきが非常に目立

ってくるのかなという思いがありますの

で、その辺は、皆さんが大体同じレベルで

進めるような環境をきちんと整備していく

必要がありますし、サポート体制について

もしっかり取り組んでいく必要があると思

っています。 

 そこで、文科省がＧＩＧＡスクールサポ

ーター配置支援事業を組み立てて、それを

活用してくださいというお話も出ておりま

すよね。それはご存知のことと思いますけ

れど、その内容につきましては、例えば、

ＩＣＴ化を進める自治体に支援するため

に、ＩＣＴ環境整備の設定、使用マニュア

ルの作成、それからＩＣＴ技術者を学校に

配置する経費を支援するという事業がある

ので、そういうものはしっかり活用した方

がいいと思います。 

 その中でも、環境設定や使用マニュアル

の作成のほかにも、工事ですとか、納品対

応、使用方法周知、授業支援、メンテナン

スなども行ってくれるということなので、

そういうものの活用も大事なのかなと思い

ますけれど、そういう情報は、私よりもお

持ちだと思うので、こういう地方にもきち

んと対応してもらえるのか、きっと理解さ

れているだろうと思うのですが、いかがお

考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 議員のおっしゃるとおり、そういう専門
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業者を国で手当てするというのは承知して

おりますが、いかんせんこの地域は、なか

なか人材不足というのもありまして、検討

はしたのですが、急がれる取組でもありま

すことから、その点は断念しました。 

 その代わり、答弁書でも書かせていただ

きましたけれども、専門業者によるヘルプ

デスクを設置する形で予算を組ませてもら

っています。現に、今も研修等でその業者

に関わっていただきまして、学校専属では

ありませんが、電話なりＺｏｏｍとかを使

って、日々そういうトラブルに対応してい

るという状況でありますので、引き続き令

和３年度におきましては、こちらの取組で

推進していきたいという考えでございま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） なかなか難し

い状況にあるということは分かりました。 

 あともう一点、ＩＣＴ支援員についてで

す。これは、ＩＣＴ関係企業のＯＢから構

成されているもので、文科省で、地方財政

措置されるということで、こういうものも

利用したほうがいいのではないかと思いま

す。 

 こういう情報は流れてきているのだろう

と思うのですけれど、できるだけ活用して

いただいて、先生たちのため、子どもたち

のために十分活用できる方法を選定して取

り組んでいただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 ＩＣＴ支援員につきましても、地方財政

措置されています。たしか２０１８年から

５年間と私どもは承知しておりますが、先

ほど答弁をさせていただいたように、なか

なか人材がいないということで、こちらに

つきましても、取りあえず専門業者にとい

う取組はいたしますが、たけている方がも

しいらっしゃれば、今後はそういう方も取

り入れていきたいという考えはございま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） こういう指導

体制がきちんとできないと、子どもたちに

もＩＣＴを使った教育が十分できないと考

えていますので、その辺のところはしっか

り取り組んでいただきたいと思います。 

 ＩＣＴを利用することによるメリットは

非常に大きいと思います。ただ、自分が使

えないので、そのよさが半分しか分からな

いのかもしれないのですが、生徒にとって

は、タブレットを使うということはすごい

メリットがあって、楽しいと思うのです。

そういうところをうまく利用して、学習に

生かしていけるのが最高ではないかと思っ

ていますので、しつこいようですけれど

も、そういうことをできるようにするため

には、先生の能力を向上していただくしか

ないのです。そのためには、学校と専門業

者と教育委員会がしっかり連携を取って取

り組んでいただきたいと思います。 

 子どもたちが１人１台端末で授業をする

ということは、子どもたち一人一人の反応

を早くキャッチできるということと、レベ

ルに合った内容で学習できます。例えば、

不登校の子どもや障がいを持った子どもた

ちも、タブレット端末を使うことによって

授業に参加できるというメリットもたくさ

んあります。 

 さらに、グループ学習では、端末を活用

したことによって、一人一人が集めた情報

を即座に皆さんで共有できて、編集でき

て、多様な意見に触れられるという利点も

挙げられておりますので、何回も言います

が、先生方と家庭においてもそういう話が

できる状況をつくっていかなければいけな

いと思うのです。 

 子どもと先生だけということにはならな

いと思うので、家庭でも子どもたちとの会
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話の中でそういうものが生かされる、そう

いう状況をつくっていく必要があるのでは

ないかと思っていますので、その辺のこと

についても十分検討していただきたいと思

います。 

 そのことについて、何か意見がありまし

たらお聞かせいただきたいと思いますが、

いかがですか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ＩＣＴの関係で

ございますが、まずは、児童生徒がしっか

りと使えるようになる。そのために、まず

は教員側がしっかりと使い方を熟知しなく

てはいけないということは、まさしくその

とおりであると思っております。 

 また、サポート体制でございますが、幸

いにも、本町は、各学校に１人以上、ＩＣ

Ｔに非常に詳しい先生がいらっしゃいま

す。そういった先生が使い方などの相談に

乗っていただいている状況にありますの

で、教育委員会としましても、その先生と

しっかり連携を密にした上で対応していき

たいと思っております。 

 また、今、議員からタブレットの関係で

様々な活用事例についてお話がありました

けれども、不登校の関係で言いますと、本

町にもサテライトがありますけれども、教

室になかなか行けない生徒が、Ｚｏｏｍと

いうシステムを使った中で、実際の授業を

見ながら参加しているという事例もござい

ますので、その子、その子の特性に応じた

形で積極的に活用していきたいと思ってお

ります。 

 また、家庭との協力が何よりということ

でありますけれども、ＩＣＴ以前に学校と

家庭と教育委員会がそれぞれの役割を果た

して進めていくということが何よりだと思

っております。 

 今後、電子教材等の導入も考えておりま

すので、そうなってくると、なおさら家庭

のお父さん、お母さんのサポートも必要に

なってきますので、しっかりといろいろな

機会を通じて情報の共有とか研修等に取り

組んでいきたいと思っております。よろし

くお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 次に、保管方

法について、一括して保管をして、すぐに

使える状況にあるということなので、この

ことについては理解をいたしました。 

 また、機器のトラブル対応についてです

が、端末の数がかなり多いので、故障な

ど、トラブルの頻度や不具合が起きる率が

かなり高くなってくると思いますので、そ

の対応や、授業中に子どもが端末操作に手

間取って授業が停滞するといった状況もき

っと起きてくると思うのです。 

 そういうトラブルに対応することが、ヘ

ルプデスクの利用だけで十分なのかと、少

し気になるところでもありますが、十分な

対応ができるということなのか、その辺に

ついてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 議員がおっしゃ

るように、４月、５月は入学、進級で、そ

れだけでもなかなかクラスの状況が落ち着

かない環境にございます。そのような中

で、新たな端末が配置されたとなったら、

極端な話、電源の入れ方から戸惑う部分は

あろうかと思います。 

 現在、特別支援学級に支援員を配置して

いて、通級のときには複数での体制を取っ

ています。また、スクールサポートスタッ

フについては、今、コロナの関係で消毒と

かいろいろな作業がございますけれども、

そういった方々も含めて、校内で手が空い

ている先生も含めて、総力戦で臨んでいき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） スクールスタ

ッフも活用してという話なので、十分対応
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できると思うのですが、基本的には授業担

当の先生が自分たちでやらなければならな

いということが前提なので、授業でＩＣＴ

を使うだけでは対応していけないと思いま

すので、その辺のこともきちんと先生方に

周知徹底していただいて、取り組んでもら

うことが必要だと思いますので、十分検討

していただきたいと思います。 

 先ほども言いましたように、ＩＣＴを使

うことが不得意な先生もいます。得意な先

生もいます。そういうところで、お互いの

情報交換とか、サポート体制とか、そうい

うものもきちんと取り組んでいけるような

仕組みというか、そういうふうに対応でき

ればと思いますので、十分検討していただ

きたいと思います。 

 それから、先ほどデジタル教材の購入に

ついて答弁をいただきました。答弁書の中

にも書かれておりましたし、今はデジタル

教材がいろいろな会社で開発されて、使い

やすくなっているという情報が入ってきて

おりますので、こういうものがあると、先

生たちの働き方改革というか、時間の短縮

ができると思います。 

 今回、導入したいという答弁でありまし

たので、できるだけ早く導入することで先

生方の負担が軽くなれば、授業展開がもっ

とスムーズになるのではないかと思いま

す。 

 ４月の段階では難しいかもしれません

が、早めに購入できるよう準備を進めてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 答弁書にも書かせていただきましたが、

デジタル教材、電子ドリルというものを入

れます。小学校で主要５教科、中学校で９

教科、授業の補完で使っていただくものも

あります。 

 それから、新年度には文科省で全国約半

数の学校に対してデジタル教科書の実証事

業を行います。 

 これまでは紙の教科書ですので、国の基

準ではデジタル教科書は２分の１未満の使

用しか駄目だとなっておりましたけれど

も、昨年末の文科省のデジタル教科書の今

後の在り方等に関する検討協議会におきま

して、新年度からこの基準は撤廃してデジ

タル教科書１本でもいいという緩和措置が

されております。 

 本町におきましても、希望として五つの

学校が手を挙げましたけれども、国として

は、この半分の学校において、デジタル教

科書の実証事業を行うということで、１教

科だけ入りますので、こういうものも先行

した形で子どもたちによりよい教育を提供

したいと考えてございます。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） デジタル教科

書については、いろいろな議論があったと

思うのですけれども、少しでも利用できる

ことによって、違った発想で授業の展開が

できるだろうと思いますので、なるべく利

用できるよう申請して、活用できる状況を

つくっていただきたいと思います。 

 次に、５年後の更新を見据えた対応とい

うことで、答弁では年次的に更新をしてい

くということでありますが、今まではそれ

ほどの台数ではなかったけれども、今回は

１人１台の端末となるとかなりの数になっ

てくるわけです。１台がどの程度の金額な

のか分かりませんが、更新するに当たって

も、５年後となると、国でも予算措置はな

いでしょう。そうなると、自治体で負担し

なければいけない状況になるかと思いま

す。 

 これは家庭で負担することにはならない

と思うので、しっかり取り組んでいかない

と厳しい状況になると思いますが、その辺

についてはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 
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○教育長（矢萩 浩君） 端末の関係でご

ざいますが、今回端末を導入した際には、

補助等がございましたけれども、今の制度

であれば、更新のときには補助はないとい

う状況であります。したがいまして、概算

の金額で約８,６００万円を要する状況であ

ります。 

 このため、国に対して全国町村会、市長

会、知事会等を通じて、更新に対しても補

助制度の導入を要望しているところでござ

います。また、町長部局に対しても計画的

な更新に向けた資金の調達等についてお願

いしている状況でございますので、よろし

くお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 更新の時期に

国の補助が当たるか当たらないか、自治体

としても補助をしてほしいというのは、ど

こも同じだと思いますので、やはり皆さん

で声を上げていかないと、黙っていたらそ

のまま自治体負担になってしまうという思

いがありましたので、今回、改めてそのこ

とについても取り組んでいただけるという

ことですので、少しでも自治体の負担が軽

くなるように頑張っていただきたいと思い

ます。 

 教育長の執行方針の中にも、今回、ＧＩ

ＧＡスクール構想の目的ということでいろ

いろ述べられておりましたけれども、これ

からＳｏｃｉｅｔｙ５.０という時代を生き

ていく子どもたちには、ＩＣＴ基盤を主と

した先進技術の効果的な活用がますます求

められていくだろうと思うのです。 

 そういう中で、しっかり取り組んでいか

なければならない。今は初歩的段階で、こ

れから先、どんどん開発されていきますの

で、置いていかれることがないように取り

組んでいただきたいと思います。 

 それこそ、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０というの

はよく分かりませんでしたけれども、ビッ

グデータや人工知能、ロボットテクノロジ

ーなどの最先端の技術がより高度化し、産

業や社会生活の中に浸透していくことによ

り、現在の社会の在り方そのものが劇的に

変化していく世界であるので、それに対応

できる人材を育成することが目的だという

ことです。 

 それに対しては、地元の教育委員会や学

校なりがしっかり取り組んでいく必要があ

り、人材を育てていく使命があるのではな

いかと感じておりますので、しっかり取り

組んでいただきたい、そんな思いで今回質

問をさせていただきました。 

 最後に、病気休職者に対する相談窓口の

整備についてです。 

 答弁では町内の学校に休職者はいないと

いうことでありますけれども、学校現場は

多くの人間関係が絡み合う場所であります

ので、様々な問題に直面することも多く、

多忙化している中で、心のゆとりが感じら

れないということで、心のバランスが崩れ

て、そういうことが要因になって病を発症

するという状況が出ております。 

 ここ数年はなかったようですが、私の知

り合いの先生方でも鬱で休職されていた方

が３人ぐらいいました。最終的には美幌か

ら離れてしまったのですが、美幌から転勤

して、即退職してしまった先生もいます。

誰も相談する人がいなかったのかなという

思いもありますので、相談窓口をきちんと

整備する必要があると思います。常時人を

置くということではなくて、精神的な病気

は、ナイーブな病気なので、誰にでも相談

できるものではないと思うのです。ある程

度知識を持った人に対応してもらわないと

逆効果になることがほとんどだと思いま

す。 

 私も身内が精神病になって、いろいろ声

をかけても返事もできない、何をしていい

か分からない、そういう状況がずっと続く

ということで、本人もどうしていいかわか

らないという状況なのだと思うのです。 

 心の病ですから、心の中から少しでも吐
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き出せるような、そういう人材を配置して

おかなければ難しいのではないかと思いま

す。 

 答弁の中ではスクールカウンセラーとあ

りましたけれども、それと一緒にはならな

いような気がいたします。専門的な知識を

持った方に、きちんと対応してもらうこと

が最大の条件ではないかと思いますので、

その辺のこともしっかりと考えた上で取り

組んでいただきたい。 

 美幌町で、美幌の教育の中でそういう病

を発症させないためにも、先ほどの人と人

とのコミュニケーションとか、多忙な仕事

の改善にきちんと取り組んでいかなけれ

ば、解決となっていかないような気がいた

しますので、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。 

 働き方改革の推進プランが策定されてい

るようですが、多忙な先生方にとって本当

にそれが実感できているのかということに

なると、非常に難しい気もしますが、その

辺のところはどういうふうに受け止めてい

らっしゃるでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 教員の働き方改

革プランの話が出ましたので、触れさせて

いただきたいと思います。 

 働き方改革の導入が叫ばれているのは、

いま一度、教員の仕事を見直して、その上

で教員と児童生徒が向き合う時間をしっか

り確保した上で、教育の質を向上させると

ともに、豊かな教職人生を送ってもらいた

いという趣旨からつくったものであり、本

町においても、これに基づいて勤務時間管

理等を進めているところでございます。 

 また、教職員のメンタルヘルスの関係で

ございますけれども、議員御承知のとお

り、本町の特性としまして、初任層の教員

が非常に多いという状況にあります。 

 管理職の面談や、私も年に１回、初任教

員と面談をさせていただいている状況であ

ります。その中で、世間話とか、いろいろ

なことをお話しさせていただいて、一番大

事なのは、職場の中で会話ができる、声を

出せる環境が何よりも必要なのかなと認識

しているところでございます。 

 ある小学校の例でございますが、若い職

員、初任の先生たちが多いので、悩みもそ

れなりにあるということで、先輩に聞けば

いいのですけれども、なかなか忙しそうで

聞けないといったことも現実にあるようで

す。 

 そのような中で、一昨年、各学校に校務

支援システムを導入しました。その中で

は、グループメールのようなことができま

すので、例えば若い先生が、教材作成でど

ういったことをやったらいいですかという

質問を投げかけたら、それに対して、先輩

の先生や同年代の先生から、いろいろなア

ドバイスをもらえるということがありま

す。 

 学年とか、部会とか、そういった中で、

いろいろな先生と対面でアドバイスをもら

ったり、会話をしながら成長していくとい

うのが第一でございますが、いろいろな方

法を通じて人材育成と健康管理に努めてい

るところでございます。 

 また、答弁書にもありますけれども、ス

クールカウンセラーを配置した中で、今年

もスクールカウンセラーの先生と面談をし

ていただいて、場合によっては病院の受診

につながったケースもございますので、あ

らゆる方法を使いながら、縁があって美幌

で教員になっていただいた先生も多いの

で、児童生徒の教育に専念できるような体

制を整えていきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 今、教育長に

答弁していただいたように、若い先生と年

配の先生との交流というのは、なかなか難

しいと思うのです。私たちもそうですけれ

ども、若い人の感覚と年齢がいっている人
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で感覚には差があるので、交流は非常に難

しいものがあると思うのですけれど、一つ

の問題点についてきちんと話合いができる

環境づくりが一番大事かと思っています。

美幌の教育の中では、そういうことが起こ

らないよう配慮をしながら取り組んでいた

だきたいという思いを伝えて、質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、１０番坂

田美栄子さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１５時２０分といたします。 

午後 ３時１１分 休憩 

─────────────────── 

午後 ３時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君）〔登壇〕 それで

は、大きく２点ほど質問をさせていただき

ます。 

 まず一つ目に、教育行政についてであり

ます。 

 小中連携、小中一貫教育による学校運営

についてお尋ねいたします。 

 かつては、小中一貫校といえば、国立や

私立の学校がほとんどでした。しかし、

個々の児童生徒の発達に対応した教育を行

うためには、小学校と中学校の間で連続

性、系統性等の一貫性を持たせた教育を行

うことの重要性や意義が見いだされ、小中

一貫教育を推進したり、小中一貫校を開設

したりする市区町村が全国各地で増えてき

ています。 

 かねてから指摘されてきた義務教育を中

心とする学校種間の連携、接続の在り方に

ついては、様々な自治体で大きな教育課題

でありました。 

 とりわけ、小学校を卒業し、中学校の第

１学年になった途端、学習や生活の変化に

なじめずに不登校になったり、いじめが急

増したりすることへの対応がその背景の一

つにあると思います。 

 また、学校教育において、子どもは集団

の中での多様な人間関係を通して成長して

いくことが望ましいと考えます。そのた

め、一定規模の児童生徒が必要となること

を考えると、学校の統合、再編は、財政削

減に加え、教育効果を上げられることにな

ります。これは、美幌町においても、過去

に行われてきました。 

 しかしながら、学校は、単に児童生徒の

教育の場だけではなく、地域コミュニティ

ーの拠点でもあり、災害時には避難所にな

るなど、実際には多様な機能を持っていま

す。 

 そこで、学校の統合、再編の問題と併せ

て、教育内容を充実させ、魅力ある学校教

育を展開するため、小中一貫教育の推進を

始めてはと考えます。 

 小中一貫教育を実施している市区町村

が、小中一貫教育の推進を狙いとして挙げ

る項目の上位は、中１ギャップの緩和など

生徒指導上の成果、学習指導教員の指導力

の向上、異学年児童生徒の交流の促進等が

挙げられています。 

 今後の美幌町における学校を取り巻く環

境として、施設の老朽化、少子化による児

童数の減少は言うに及びません。 

 小中一貫教育について、今後、具体的に

検討していくべきではないかと考えます

が、教育長の考えをお示しください。 

 二つ目は、防災対策についてでありま

す。 

 厳冬期における防災対策についてお尋ね

いたします。 

 ２０１８年、平成３０年９月６日に、北

海道胆振東部地震が発生いたしました。美

幌町は、地震による直接の被害はありませ

んでしたが、ブラックアウトという経験の

ない大停電に、多くの町民が生活に苦慮し

たことは言うまでもありません。この地震
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を契機に、多くの方が災害時における家庭

や職場で身の安全を守る、家族や近隣の方

たちの安全を守るということに創意工夫さ

れました。 

 町としても、その後、考え得る災害対策

を検討、実施されてきました。 

 冬期間にあのような災害が発生した場合

の対策については、当時から言われていた

ことではありますが、特に、避難所におけ

る対策は課題が山積していると思われま

す。 

 避難所等での備品類の規模と内容、特に

厳冬期においては、人命に直結することが

容易に考えられます。 

 また、まだまだ終息の目途が立たない新

型コロナウイルスですが、コロナ禍におけ

る厳冬期の防災対策について、町長の考え

をお示しください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 稲垣議員

の御質問に答弁いたします。 

 なお、教育行政につきましては、後ほど

教育長から答弁いたします。 

 厳冬期における防災対策についてです

が、災害は時間や場所を問わず起こり得る

ものでありますが、寒冷地においては、冬

期の災害を想定した備えが特に重要になる

と認識しております。 

 加えて、依然として新型コロナウイルス

が猛威を振るっていることから、災害対応

には、従来の冬期対応に加え、感染症対策

も講じる必要があります。 

 御質問の避難所用備品の現状であります

が、主立ったものとして、発電機２３台、

屋内照明４１基、屋外照明１５基、パーテ

ィション１４８セット、扇風機３２台のほ

か、暖房用として、ポータブル型石油スト

ーブ８８台、ジェットヒーター２４台、毛

布２,３９５枚を備蓄しており、可能な限

り、各避難所への分散配備を行い、発災時

に速やかに避難所を開設することのできる

体制の整備に努めております。 

 次に、コロナ禍における厳冬期の防災対

策といたしましては、昨年８月１９日に行

いました避難所開設訓練での検証を基に、

受付者の個人用防護具着用、消毒液の設

置、受付時の健康チェック、避難者の動線

設定、滞在スペースのゾーニングを行うほ

か、入所後の定期的な避難者の健康チェッ

クや室内の衛生環境の保持や換気が必要と

考えております。 

 換気する際は室内温度が低下することに

なりますが、密閉空間となりやすい避難所

内からのウイルスや雑菌の放出に加え、ポ

ータブル型石油ストーブやジェットヒータ

ーからは大量の二酸化炭素が排出されます

ので、１時間に１回、５分程度、外気を取

り入れる必要があります。 

 このほか、避難所ルールのお知らせ、体

調不良者の対応、避難所運営体制の構築

等、行うべきことが増加していることか

ら、町民の皆様におかれましても、事前の

備えとして、冬期には使い捨てカイロ、寝

袋や上履き等の採暖品、マスクや体温計と

いった衛生資機材を加えていただくととも

に、避難所運営に当たっては積極的にご協

力をいただくなど、自助、共助、公助が連

携する体制を構築してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 稲垣議

員の御質問にお答えいたします。 

 社会環境の急激な変化などにより、豊か

な人間性を育む義務教育の時期に、子ども

の学習意欲の低下や学校生活への不適応な

ど、様々な課題が生じる中、小中一貫教育

や小中連携教育は、教職員や児童生徒の意

識の高揚をはじめ、学力の向上や中１ギャ

ップの未然防止、特別支援教育の充実や、

家庭、地域との連携の強化といった成果か

ら、地域の課題に対する特色ある教育活動
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の充実が期待できるとされております。 

 また、過日の中央教育審議会の答申にお

いては、９年間を見通した新時代の義務教

育の在り方が盛り込まれ、義務教育９年間

を通した教育課程、指導体制、教師の養成

等の在り方について一体的に検討を進める

必要性が示されているところでもありま

す。 

 御質問の小中一貫教育の今後の具体的な

検討については、現時点では考えを持ち合

わせておりませんが、まずは小中連携に係

る強化が必要であると考えております。 

 このため、本年度は、中学校英語教員に

よる小学校巡回指導に取り組んだところで

ありますが、引き続き、教員が相互に情報

交換、交流を行う公開授業などを通して、

小学校教育から中学校教育への接続を円滑

に行うことを目指した取組を進めていきた

いと考えております。 

 今後とも、知・徳・体の調和の取れた創

意工夫ある教育環境づくりに努めるととも

に、学校、家庭、地域が連携した地域とと

もにある学校づくりに取り組んでまいりま

すので、ご理解賜りますようお願いいたし

ます。 

 以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） それでは、小中一

貫教育等についてから再質問をさせていた

だきます。 

 今、小中連携とか小中一貫教育という言

葉が出ておりますけれども、小中一貫教育

の具体的な検討については考えを持ち合わ

せていませんが、小中連携に係る強化が必

要であるという御答弁をいただきました。 

 美幌町教育委員会が思っている小中連携

教育と小中一貫教育、それぞれどういう考

えなのかを確認する意味で質問いたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお尋

ねでございますが、まず小中一貫教育は、

分かりやすい事例で言いますと、管内で

は、おんねゆ学園、芭露学園、知床ウトロ

学校というように、小学校、中学校の課程

を併設した９年間の義務教育を行っている

いわゆる義務教育学校と、もう一つは、置

戸小学校、置戸中学校のように、建物を別

として校長も２人いるというような小中一

貫教育があります。 

 また、小中連携につきましては、小学

校、中学校が情報交換や交流を行うことを

通じて、小学校から中学校教育の円滑な接

続を目指すというのが小中連携の定義とさ

れているところでございます。よろしくお

願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 小中連携は、小学

校と中学校が互いに情報交換や交流を行う

ということと、小中一貫教育が同じ箱の中

で、小中学校があって、９年間進めていく

というものです。小中一貫という考えの中

で、例えば、建物は別々で、小学校は小学

校、中学校は中学校とあるような小中一貫

教育は無理な話なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 物理的には無理

ではないと思いますが、実際に小中一貫教

育が多い事例というのは、この考えでいっ

たら小規模校という状態であります。 

 ただ、道内においても、北広島市のよう

に一定の人口規模を有する学校でも、小中

一貫教育を進めている事例もあります。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 学校が別々にある

中で、先生の移動という物理的な問題は理

解するのですが、今日の議論の中で私が一

番大切にしたいと思っているところは、９

年間を通した義務教育の中で、どうやって

子どもたちをしっかり見守り、育て、次の
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ステップに進めていくか。大人として、人

間として、育っていってもらうかというこ

とが大事なことだろうと思っています。 

 そのために、小中連携、小中一貫という

考えが中教審、国から出てきているのだと

私なりに理解しているのですが、例えば、

建物が別々な中で小中連携という形を取る

のは、優位性の上位に挙げられている中１

ギャップの緩和とか、小学校の授業という

のは、１人の先生で広く浅くいろいろな知

識、教養を学ばせる、中学校になれば、専

科制がありますので、一つの科目を深く掘

り下げる専門の先生がいらっしゃるという

大きな違いがあるのです。いろいろと取り

組まれている学校の事例を見ると、やは

り、小学生と中学生の交流がいつも身近に

行われるというメリットの部分を私は実感

しているわけです。 

 例えば、今、教育長がおっしゃった北広

島市です。私の質問の中に、子どもの数が

減るとか、学校の老朽化とか、そういう問

題点も挙げましたけれども、やはり一番

は、子どもたちが広い世代の中で、いろい

ろ影響を受けながら、刺激を受けながら生

活をしていく、学校生活を行っていくとい

うことが大切なのだろうと思います。 

 最近、巣ごもり生活が多いものですか

ら、ユーチューブをよく見るのです。そこ

で、北広島市の取組を見たところ、たまた

ま私が見たのは、小学４年生と中学３年生

の合唱の動画だったのです。やはり、中学

生が４年生の歌を聞いて、僕ら小学校のと

きにこんな歌を歌っていたんだという感想

を持って、また、小学生は中学３年生の歌

を聞いて、中学生になると音の広がりだと

か、伸びだとか、パートに分かれていてす

ばらしい、私たちも中学生になったらこん

なにすばらしい歌が歌えるようになるのだ

というような、一つの学校で、同じ環境の

中で体験をしている。そして、子どもたち

は生き生きと、そういう感想を話すわけで

す。 

 そういうことを考えていくと、今すぐ美

幌の小学校と中学校を一つの学校にすると

か、そんな先の話を今はする気はありませ

んけれども、そういうことが子どもたちの

成長を促す、また人生経験の中ですばらし

いものをもたらすということは、私もいろ

いろな本を読んだり、ユーチューブなどを

見て実感するのですが、もう少し美幌町で

踏み込んだ連携、または一貫に向けた考え

を持つことは難しいのでしょうか。 

 十数年前もある議員が小中一貫について

お尋ねをしていると思うのですが、そのと

きも全く考えていないということで、それ

から十数年たっているのですが、やはり小

中一貫という考えについては持ち合わせな

いということで終わるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 小中連携の関係

でございますけれども、小中の連携の難し

いところは、教員個々の意識の問題であろ

うかと思っています。 

 例えば、小学校の教員であれば、中学校

３年間までの９年間を見通した中で、どう

やって子どもたちに向き合って、どう育て

ていくか、中学校についても同様だと思い

ます。小学校から学んできたことを中学校

でさらに発展させて、どう系統づけて教え

ていくかというそれぞれの意識だと思いま

す。それは、教員個々に対して求めるもの

だけではなく、美幌町教育委員会として、

各学校と連携して、そういった意識の下で

子どもたちを育てていっていただきたいと

いう指針を示すことも必要かと思っている

ところでございます。 

 １回目の答弁でもお話し申し上げました

が、小中連携の事例としましては、今年か

ら、小学校は外国語が教科になったことも

ありまして、中学校の教員が各小学校を回

っています。そうすることで、小学校の今

の授業の進み具合や英語に対する捉え方を

本人もつかめますし、その子どもたちは、

次の年、あるいはその次の年に中学校に進
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むわけですから、中学校の授業での組立て

に大いに役に立っていると思っておりま

す。 

 また、本町は公開研究会を各学校でやっ

ておりますけれども、これについても、各

校長に対しては積極的に教員の参加を呼び

かけているところでございます。例えば、

中学校の教員が小学校の公開研究会に出

て、今の小学校の進み具合はどうかとか、

そういったことについても直接肌で感じて

いただきたい。願わくば、小学校の授業に

中学校の先生が行って授業を行っていただ

ければ、より教え方等をつかめるわけです

けれども、この辺については、おいおい取

り組んでいければなと思うところでござい

ます。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 教育長の現状の説

明は私も理解するところでありますが、

今、おいおい考えていきたいとありまし

た。私は、そのおいおいのところを一番お

尋ねしたいといいますか、考えを議論して

いるところであるのです。 

 この質問を考えたときに、私は、美幌町

に限らず、他町の現役の先生とか、ＯＢの

方とか、何人かとお話をする機会を持ちま

した。今、英語の話もありましたけれど

も、その方たちは、異口同音に、今後、専

科で算数だとか理科だとか、そういうもの

が小学校にもこれから入ってくる。そうい

うことを踏まえた上では、やはり中学校の

先生が小学校に行って勉強を教えるという

ことは、非常に有意義なことなので、ぜひ

取り組むべきだろうと。私は４人に聞きま

したけれども、皆さんは大体そういうふう

にお答えになりました。 

 さらに言えば、免許の問題は置いておい

て、小学校の先生が中学校に行って授業を

教えると。私は小清水町の事例で見たので

すけれども、そうすると、中学校１年生と

いうのは、小学校のときに習っていた先生

が来てくれて、小学校の先生が中学校に行

って教えるということはかなり特異なケー

スかもしれませんが、その間、４０分から

５０分は、前段は小学校の先生が小学校の

復習を教えて、後段は中学校の先生がさら

に進めていくという、なかなか見たことの

ないスタイルを小清水町の小中学校では取

り組んでいたのです。 

 そこまできめ細かい対応がどこまででき

るか、いろいろな疑問はありますけれど

も、そういうことが実際に行われていると

いうことを目の当たりにするときに、美幌

町も、ぜひ取組のスタートラインに立って

もらいたいという思いがあります。 

 聞くところによりますと、置戸町の小学

校は、小中一貫校を始めようと決めてから

１０年かかっているのです。これを調べた

ら、ほかの市町村も取り組んでから１０年

近い年月をかけてやっていると言っていま

す。 

 ですから、腹を決めて、よし、やろうと

決めてから２年、３年でやるわけではない

のですし、現場の先生たちの意見があるの

も承知しておりますけれども、１０年スパ

ンぐらいの長い気持ちで、新しい美幌町の

教育の在り方、つくり方をやっていけない

でしょうか、改めてお尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 小中一貫であれ

ば、それぐらいの期間を要すると思います

けれども、小中連携であれば、本当にでき

るところからやっていこうと、意識の問題

の部分が多いので、その辺につきまして

は、そんなに長い時間をかける考えを持っ

ておりません。それについては、各学校、

校長会等と連携しながら、できるところか

ら着手していきたいと考えております。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） では、連携をして

いく中でもう一つ掘り下げたいのですが、
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昨年、中央教育審議会でも出ていて、いろ

いろなところで取り組んでいると思うので

すが、美幌町はキャリアパスポートの取組

は既にされているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今年度から実施

しております。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） キャリアパスポー

トは今年からやっているということで、小

学校１年生から中学３年生の方たちに対す

るキャリアパスポートを始めたという理解

でよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 高校については

承知していませんけれども、小学校、中学

校、いずれもやっており、小学校を卒業す

るときに中学校に引き継ぐ形で進んでおり

ます。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） ９年間の義務教育

を連携、系統的にやるという話が先ほどあ

りましたけれども、まさしくキャリアパス

ポートが、小中連携、小中一貫を実践して

いくためのすばらしい取組なのだろうなと

思っています。 

 美幌町では、キャリアパスポートの取組

の主眼、目的をどのように捉えて取り組ん

でいるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） キャリアパスポ

ートの関係でございますが、小中学生の教

育は、その先を見据えた中で、社会に出た

ときに生きていく力を育むというのが基本

的なところでございます。その中で、仕事

のこと、どういった職に就きたいとか、ど

ういった道に進みたいとか、そういったこ

とを系統立てて取り組んでいけるよう考え

ております。 

 また、先ほど議員から中教審の関係があ

りました。こちらについても、今年１月に

出た中間報告の中では、９年間を見通した

新時代の義務教育の在り方ということで、

基本的な考え方としましては、どの地域で

生まれ育っても知・徳・体のバランスのと

れた質の高い義務教育を受けられるように

するというのが国の責務であり、二つ目

は、義務教育の９年間を通した教育課程、

指導体制、教師の養成等の在り方について

も一体的に検討を進める必要があるという

ことで、これは都道府県教育委員会、市町

村教育委員会の責務と考えております。 

 また、児童生徒が多様化し、様々な課題

を抱える中においても、義務教育において

決して誰一人取り残さないということを徹

底する、これはコロナの関係でもそうであ

りましたけれども、誰一人取り残さないと

いうことを主眼に置いて教育活動を展開し

ていくということです。 

 先ほどから中１ギャップの話がありまし

たけれども、今、私どもが一番厳しいと考

えているのは、小４ビハインドという問題

です。 

 ４年生になったら、算数の問題が非常に

難しくなって、そこでつまずくという例が

ございます。授業についていけなくなり、

そういうことが起因して不登校につながる

ということもありますので、まずは小学校

１年生からの勉強をつないでいけるよう

に、習熟度学習をやったり、チームティー

チング、さらには授業改善ということで工

夫しながら、誰一人取り残さないというよ

うに取り組んでいる状況でございます。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 小中一貫の話に戻

りますけれども、今、教育長から小４ビハ

インド、中１ギャップというそれぞれの節

目といいますか、そういうところで子ども

たちが大変苦労しているとお聞きしまし

た。 
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 小学校の子どもの苦労というのは、我々

大人も分かるようで分からない部分がある

のですが、それを問題として取り上げて、

落ちこぼれのないように何とか救ってあげ

たいという考えを持つのであればなおさ

ら、小中一貫ということで９年のスパンで

考えれば、私が言うまでもありませんけれ

ども、今は６年・３年制でやっています

が、４年生までの４年間、小５・小６・中

１の３年間、そして中学２年・３年の４

年・３年・２年のスパンで子どもたちの教

育を考えていくというのが小中一貫の基本

的な考え方だと理解しています。そういう

取組を通じて、９年というスパンで物事を

見てあげれば、小４の話とか中１の話もか

なり救えるのではないかと思っています。 

 今は、別々な建物で、連携という名の下

にいろいろと取り組んでいくようになって

いますが、改めて、４年生ビハインド、中

１ギャップ問題、具体的にもう少し掘り下

げた提案、提言があるのであればお尋ねし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 小４とは離れま

すけれども、毎年、小学校６年生と中学校

３年生で全国学力・学習状況調査を行って

おります。 

 令和２年度におきましてはコロナの関係

でできなかったのですけれども、昨年の結

果からしますと、美幌町はオホーツク管内

の中でも学力が低いという状況にございま

す。その原因の一つは、先ほどの小４ビハ

インドではありませんけれども、つまずい

ているということ、さらには家庭学習の習

慣がなかなかないということ、その結果、

成績の分布としましては、下位層の子ども

たちが非常に多いという状況にございま

す。 

 このようなことを改善するには、学校、

家庭、教育委員会がそれぞれの役割を持っ

て役割を果たしていかなくては前に進まな

いという思いであります。 

 そのようなことから、昨年は全国学力・

学習状況調査の結果を広報に掲載させてい

ただいて、まずは町民の皆さんに状況を知

っていただきたいという思いで対応させて

いただいているところでございます。よろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 小中一貫で運営し

ている学校のアンケートの中には、まさし

く、今、教育長がおっしゃった全国学力テ

ストの成績が上がっているという成果が実

際に出ている学校も多くあるという事例の

中で、小さい子どもが大きなお兄さんお姉

さんと一緒に学ぶ場もあったり、引っ張ら

れていくという、そういう環境づくりがい

い方向に向くのだろうと思います。 

 ですから、先生たちの連携ももちろん大

事ですが、主役は子どもたちですから、子

どもたちの自我が芽生える成長期にその環

境を我々大人が提供する、提案していく、

そういうことをいち早く取り組みたい、取

り組んで欲しいと思っています。 

 この間、美幌町学校施設長寿命化計画を

いただきましたが、美幌の学校は、老朽化

している校舎もありますが、まだまだ何と

か手を加えて持たせてやっていかなければ

という学校が幾つもあります。中学校は二

つ、小学校は三つありますけれども、これ

から１００年も２００年も使えるわけはな

いのですけれども、そんなことを見越した

中で、長寿命化計画の中で、大切に建物を

守り、使っていくというのはもちろん理解

はするのですが、その中に、ぜひ小中一貫

という考えを盛り込んだ計画を連携と並行

してやるということにはならないのでしょ

うか、改めてお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 児童生徒に対し

て、よりよい教育環境とか学校教育の充実

を図るということは、まぎれもない教育委

員会の使命だと思っております。そのよう
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な観点から、議員がおっしゃるように、小

中一貫とか、いろいろ方法はあろうかと思

いますけれども、そこについて、どんなこ

とが最適なのかということを教育委員会、

あるいは総合教育会議の場で検討していき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） では、今の教育長

の言葉を胸に、また１年後、再質問をさせ

ていただこうと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 小中一貫ついては、これで終わらせてい

ただきます。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

─────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 続きまして、防災

の再質問をさせていただこうと思います。 

 それでは、二つ目の防災についてであり

ます。 

 今回の町長の町政執行方針の中で、災害

はいつどこで発生するか予測することは難

しい、その中で、厳冬期の避難所運営訓練

を実施すると述べておられますが、どのよ

うな内容をお考えなのか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 御答

弁申し上げます。 

 ただいまの厳冬期の訓練に関してでござ

います。 

 現在、実施に向けて詳細を詰めていると

ころですので、まだ具体的な項目は精査の

段階ですが、去年、今年と開催されていま

せんが、基本的に日赤看護大で開催されて

いる厳冬期訓練のメニューをベースに、寒

さの体感とか段ボールベッド等の組立て、

電気、水道といったインフラがない場合を

想定した中での訓練を考えてございます。 

 さらに、答弁の中にもありましたけれど

も、冬期の避難所においては、ポータブル

ストーブという暖房手段を取らざるを得ま

せん。ただ、ポータブルストーブのデメリ

ットとして、二酸化炭素を出す性質があり

ます。一般に１,０００ｐｐｍが一つのボー

ダーラインと言われているのですけれど

も、避難所において、どの程度の台数のス

トーブをたいたときに、どの程度の時間で

危険なラインに達するかというデータ収集

も併せて行いたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 河端主幹から質問

する前のことを言われてしまって、先手を

打たれました。厳冬期の夏とは違う、なか

なか想定できない中での訓練ということは

大変有意義な訓練をされたなということ

で、大変いい話ですが、例えば、美幌町で

は発電機とか屋内照明とかたくさん備蓄が

ありますけれども、これらを主に使う避難

所、そこに想定する収容人数、特に、夏だ

ったら５００人のところ、今はコロナ禍と

いうことで、ソーシャルディスタンスも取

らなければならないでしょうし、そういう

ことを考えると、どれくらいの人数設定
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で、どの場所にという考えがあるのか、お

尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 御質

問の趣旨は、まず、第一義的にどういった

動きをするかという観点かと思います。 

 議員がおっしゃるとおり、冬場の悪い環

境の中、今回のコロナ禍の中で避難所を開

設するとしたときに、その開設プロセスは

非常に増える状況にあります。 

 したがいまして、１か所当たりの開設所

要人数とか開設時間が従来よりも伸びるこ

とを想定しております。 

 美幌町内には指定避難所、臨時避難所が

合わせて１８か所ございます。ただ、正

直、その１８か所を同時開設というのは物

理的に不可能だと考えているところです。 

 したがいまして、一定程度の避難所開設

の優先順位を定める必要があるだろうとい

う観点から、町内の６か所を優先して開い

ていきたいということです。これは計画に

は載っていないことで、あくまでも私ども

の運用としてですが、しゃきっとプラザ、

旭小、美幌中学校、コミュニティセンタ

ー、東陽小、町民会館の６か所を優先して

順次開いていく形で考えていきたいと思っ

ております。 

 この６か所の収容人員についてでありま

すけれども、感染症対策を取った収容人員

１人当たり４平米として換算したときに、

５００名弱の収容人員を想定しております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） しゃきっとプラ

ザ、旭小学校、美幌中学校、コミュニティ

センター、東陽小学校、町民会館、これだ

けのエリアをカバーできれば多くの方が守

られるのかなという感想は持ちます。 

 しかし、ここに来る人たちは、元気で自

分の足で来られる方ばかりということでは

ないと思います。美幌町には２万人もいま

すので、自分の車で、家族を連れて、人を

助けて来られる人もいると思うのですが、

その中で、障がいをお持ちの方、乳幼児を

抱えている方、高齢者を連れている方、基

礎疾患がある方とか、妊婦とかがいらっし

ゃると思います。発熱、せきというのもあ

るでしょうが、感染拡大防止とか、弱い人

を守るという観点からいくと、どのような

方策を考えられているのか。 

 答弁の中に、８月１９日に避難所開設訓

練を行った、いろいろと検証をしていると

あったものですから、そういう想定もされ

ていたと思うのですが、どんな検証がされ

たのか、お尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問ですが、８月１９日に行った

職員による災害対処訓練につきましては、

基本的にはコロナ対策を重点に行っており

ます。 

コロナ対策として具体的に行った手法と

しましては、まず、避難者への健康状態の

聞き取りから始まって、体温測定、それか

ら、聞き取りによって罹患の可能性がある

方とない方の動線の分離、従事する職員に

対して個人防護具、フェイスシールドやエ

プロン等を装着した上で行ってございま

す。 

 災害弱者等に対する配慮という点につき

ましては、従来から訓練におきましては、

例えば車椅子を使われる方、お子さんを連

れて来られた方等を想定して、イレギュラ

ーなケースの避難者を職員がその役割を担

いまして避難の受付をするというようなシ

チュエーションを取っております。 

 したがって、従来からやっておりますけ

れども、乳幼児を連れてきた避難者につい

ては、授乳できるスペースにご案内すると

か、車椅子をご使用の方であれば、トイレ

等の動線が取りやすい場所にご案内すると
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か、そういった内容で今後も進めていきた

いと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 災害弱者への配慮

ということで、いろいろとご苦労も多いと

思うのですが、例えば、乳幼児を例に考え

たときに、お母さんの授乳の部屋を設ける

のはもちろんですが、夜中に泣いたり、お

むつの臭いとか、いろいろなことが発生す

ると思うのです。やはり皆さんぴりぴりし

た中での避難所生活ということは、日常で

はないので、ある程度の我慢を強いる、こ

れは致し方のないことかと思うのですが、

あえてここから増やして避難所を考えられ

ないのかというのは申し訳ない気もするの

ですが、例えば、乳幼児に限って言えば、

保育園があります。そこを子ども専用の避

難所として開くことはできないのかと思う

のです。そこに行けば、絵本やおもちゃが

あったりして遊ぶこともできると思いま

す。 

 やはり、避難するときは、皆さん自分で

ミルクとか、紙おむつとか、何日分かの備

蓄品を持って行かれることも想定されるの

で、保育園、幼稚園の利用も今後の検討課

題の中に入れていただければと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 様々

なケースがあろうかと思います。 

 先ほどの話の繰り返しになりますけれど

も、全避難所を一遍に開設するのは正直無

理な状況にあります。ですから、まずは危

険から身を守るということで、一義的に今

の６か所に避難をしていただいた後に、避

難所開設ができる余力が出た段階で、乳幼

児の避難所もそうですし、高齢者等の福祉

避難所もそうですけれども、一旦落ち着い

た段階で次のステップというふうに考えて

いきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） せんだっての地震

から日もたっていますので、初動体制を含

めていろいろなものが準備できているとい

うのは理解したのですが、やはり、毎回出

る話で、今日も答弁にありますが、自助、

共助、公助という考えでいけば、我々町民

はふだんから避難するための方策を考えて

いかなければならない。それは自分に対し

て言っている言葉でもあるのですが、美幌

町でも防災ガイドブック等々を作っていま

すけれども、環境は皆さん違いますから、

皆さんが自分の立場で、私だったらどうい

う防災グッズを持って、どこに避難したら

いいのかというヒントを、今後、いろいろ

と発信していってほしいと思います。 

 何を言いたいかというと、我々が避難所

に行けばいいというものではない、これも

理解しています。電気、水道、ガス等々が

止まると、美幌町の場合はプロパンですか

ら、家屋の倒壊がない限りは守られるので

しょうけれども、例えば建物がある程度守

られているのであれば、避難所には行かず

に自分の家で、最低限の食べ物なり水のた

めには出向かなければならないでしょうけ

れども、自分の家でおとなしく避難をして

いる、または、車があって動けるのであれ

ば、被害のない親戚、知人のところに出向

くとか、何でもかんでも町に頼ることは

我々は避けなければならない。町であって

もマンパワーは限られていますから、そん

な中で我々の意識を高める防災施策をより

進めていただければと思います。 

 ですから、月に１回でいいので、例えば

家族防災会議みたいな、家の備品は大丈夫

か、缶詰は腐っていないか、そういうチェ

ックをしながら、家族でどこに逃げるとい

うよりも、この家で我々はどれだけ耐える

ことができるのか、そういうものを考えた
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ときに、今回、厳冬期の防災ということで

お尋ねいたしましたけれども、家の中だっ

たら多少の電気がなくても温かい布団もあ

るでしょうし、何とか耐えることができる

と思います。日中に出向いて食料や水を集

めてきて、近隣で困っている人がいれば、

我々が動いて助けることができるのか、そ

れが我々個人、または自治会の仕事なのだ

ろうと思いますが、それを後押しするガイ

ドブックというものも、より分かりやすい

ものを今後作成する機会があれば盛り込ん

でいただければと思っております。 

 避難所ではモラルが守られないという場

面も出てきます。もちろん、非日常の環境

ですから、いろいろな感覚が狂ってしまう

ことは致し方ないことですが、そこは元気

な人は何とか自分のことは自分で身を守

る、これは前回の一般質問のときに前町長

もお話しされていましたけれども、その意

識を高める美幌町民でなければならないだ

ろうと思っています。 

 今後のガイドブック等々を含めて、何か

お考えがあればお示しください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 今、議員から

大切なご提案をいただきました。 

 避難所に行くだけが避難ではないという

のは、私もそのように思っております。避

難という字は難を避けると書きます。いか

に難を避けるか、災いを避けるかという視

点で、一人一人が日頃から命を守るために

はどういう行動をしたらいいのかというの

を日々考えていただけるような環境をつく

ることが私たち行政の仕事なのだろうと思

っております。 

 そうは言っても、いざ避難できる場所を

しっかり整えるということも大切です。ま

ずは、主幹が申し上げたとおり、六つの指

定避難所の受入れ体制をしっかりと整備す

ると同時に、ほかの避難所も残り１２あり

ますので、そちらについても少しでもマン

パワーを確保するということで、これは職

員に限らず、地域の皆さん、自治会の皆さ

んのご理解とご協力をいただいて、そうい

う体制も取れるように、これからも働きか

けていきたいと思っております。 

 いずれにしても、災害発生時においてど

のような行動を取るのか、日頃から家族、

職場でお話合いをしていただくのと同時

に、いつ何どき災害が発生しようとも、し

っかりと適切に行動できるよう備えをいた

だけるように、これからもあらゆる機会を

通じて町の考えをお伝えいたしますし、パ

ンフレット等もしっかりと整えて一人一人

の手元に届くように検討していきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これで、２番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

 以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会いたしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ４時１８分 延会   
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